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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○議長（塚田秀知君） ただいまの出席議員は13名であります。 

  定足数に達しておりますので、ただいまから平成29年第２回那珂川町議会定例会を開会い

たします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎開議の宣告 

○議長（塚田秀知君） 直ちに本日の会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（塚田秀知君） 本日の議事日程につきましては、お手元に配付したとおりであります

ので、ごらん願います。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（塚田秀知君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、10番、阿久津武之君及び13番、小川

洋一君を指名いたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎会期の決定 

○議長（塚田秀知君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 
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  お諮りします。 

  定例会の会期は、本日から８日までの３日間としたいと思いますが、これに異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（塚田秀知君） 異議なしと認めます。 

  よって、今期定例会の会期は、本日から８日までの３日間とすることに決定いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎諸般の報告 

○議長（塚田秀知君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  最初に、請願・陳情の取り扱いについて報告いたします。 

  今期定例会前の所定の日までに議長宛てに提出があり、受理したものは請願が１件、陳情

が１件でありまして、お手元に配付した請願文書表及び陳情等文書表のとおりであります。 

  この請願及び陳情の取り扱いについては、５月30日開催の議会運営委員会で審議いたしま

した。 

  まず、請願でありますが、受理番号１、「馬頭処分場への放射性廃棄物の搬入反対決議に

関する請願書」は、教育民生常任委員会に審査を付託することにいたしました。 

  陳情でありますが、受理番号１、「「青少年健全育成基本法の制定」を求める意見書提出

に関する陳情」は、教育民生常任委員会に審査を付託することにいたしました。 

  次に、去る３月27日に召集された南那須地区広域行政事務組合議会臨時会について報告い

たします。 

  付議事件は監査委員の選任同意であり、岡 敏夫監査委員の辞任に伴い、那須烏山市東原

の瀧田春夫氏の選任に同意しました。 

  次に、前期定例会から今期定例会までの行事等について報告をいたしますが、詳細はお手

元に配付した資料のとおりであります。 

  主なものを申し上げます。 

  ３月19日、消防団第二分団第４部の新詰所落成式並びに消防車入魂式が馬頭東小学校バス

駐車場敷地内で行われ、出席をしました。地域の防災拠点が完成し、新しいポンプ車も配置

したわけですが、これらが予防消防のために活用されることを願うものであります。 
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  ３月28日、地域おこし協力隊活動報告会が小川総合福祉センターすこやか共生館において

開催されました。協力隊員がそれぞれのテーマを設定し、活動している様子をうかがいまし

た。これからも町の振興のために活躍されることをお願いするものです。 

  ４月６日から10日間、「春の交通安全県民総ぐるみ運動」が展開されました。議員各位に

も朝夕の街頭監視活動等にご協力をいただいたところであります。近年、高齢者ドライバー

の悲惨な交通事故が増加傾向にあるようです。ふだんから安全運転意識の普及や高揚に努め

ていかなければならないと思っております。 

  ４月12日、新たになった認定こども園の開園式がなかのこ認定こども園、ひばり認定こど

も園、わかあゆ認定こども園の３園でとり行われました。本町の子育て環境の充実に貢献し、

全ての子供たちが穏やかに成長されることを願うところであります。 

  ５月19日、那珂川町戦没者・消防殉職者合同追悼式が小川総合福祉センターあじさいホー

ルでとり行われました。戦後70有余年が経過しましたが、とうとい犠牲によって築かれた今

日の日本の平和と繁栄を永久に守るべく、たゆまず努力することをお誓いしたところであり

ます。 

  ５月31日から６月１日にかけ、全国町村議会議長・副議長研修が東京都で開催され、私と

佐藤信親副議長が参加し、本町議会の基本条例制定時にお世話になった新潟県立大学の田口

一博准教授による議長・副議長のあり方などの講義を受けてまいりました。今後の議会運営

に役立てたいと思っております。 

  次に、議長への報告のあった各委員会の開催状況ですが、３月24日及び４月21日に議会

改革特別委員会を開催し、議員定数について協議をしました。 

  議会広報特別委員会は３月24日から５月19日までに議会だより第47号の編集等のために

４回開催しました。 

  最後に、議会運営委員会につきましては、５月30日に開催し、今期定例会の審議日程につ

いて、協議をしました。 

  以上、諸般の報告といたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎行政報告 

○議長（塚田秀知君） 日程第４、行政報告を行います。 
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  町長の発言を許可します。 

  町長。 

〔町長 福島泰夫君登壇〕 

○町長（福島泰夫君） 皆さん、おはようございます。 

  平成29年第２回定例会にご出席をいただき、大変ありがとうございます。 

  今月には関東地方も梅雨入りし、これからは台風や大雨などに伴う河川の増水や土砂災害

等、注意が必要なシーズンに入ってまいります。 

  町民の皆様におかれましては、事前の備えはもちろん、防災情報や気象情報の確認、また、

隣近所への呼びかけなど、防災意識の向上に努めていただきますようお願いいたします。 

  さて、ことしで15回目を迎えた「花の風まつり」は100近くの団体、個人が参加し、町内

70カ所余りの会場において、多彩なイベントが開催されました。町は行革を推進する上での

大きな柱の１つに協働のまちづくりを推進しております。協働の最たる事業がこの「花の風

まつり」ではないかと考えております。年々、回を重ねるごとにイベント等が多彩になり、

町外からのお客様も増加してきており、にぎわいが大きくなってきていることはまことに喜

ばしい限りであります。 

  ことしは期間中に約３万人を超えるお客様にお越しいただき、町が有する地域資源や観光

資源、そして町民との温かな交流、おもてなしにより、楽しい時間をお過ごしいただけたの

ではないかと思います。 

  それでは、３月定例会以降の行政報告を申し上げます。 

  ３月10日から21日までの12日間、青少年海外体験学習派遣事業が実施され、町内の中学

生12名と団長、引率者含め15名が姉妹都市であるアメリカのホースヘッズ村を訪問しまし

た。ことしは大雪に見舞われましたが、現地の方たちからの温かい対応をいただき、小学校

の授業参観やホームステイなど、アメリカの学校生活、家庭生活などを感じ取り、貴重な体

験ができたのではないかと考えております。 

  なお、７月10日から19日にかけて、ホースヘッズ村から中学生７名と引率２名が来町す

ることになっておりますので、町を挙げて歓迎したいと考えております。 

  今後もこの交流事業を通してさらに国際交流が図れるよう、議員の皆様のご理解とご協力

をお願いいたします。 

  ３月24日、ひばり幼稚園、小川幼稚園及び馬頭南保育園、大内保育園、馬頭中央保育園、

わかあゆ保育園において閉園式が行われ、それぞれの歴史に幕をおろしました。 
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  また、４月12日には、なかのこ認定こども園、ひばり認定こども園、わかあゆ認定こども

園の３園が従来の幼稚園と保育園の両方の機能と特徴をあわせ持つ幼保連携型認定こども園

として新たなスタートを切りました。今後も認定こども園からも多くの子供たちが健やかに

成長されることを願っております。 

  ３月23日、町が誘致した優良企業の一つであります株式会社吉野工業所本社を企業訪問し、

直接、吉野祥一郎代表取締役にお会いし、雇用のお願いなども含め、今後なお一層のご協力

をお願いし、また、日ごろのご支援等に感謝を申し上げてまいりました。 

  ３月28日、すこやか共生館において、地域おこし協力隊活動報告会が開催されました。６

名の地域おこし協力隊の28年度における活動報告と参加された町民の方々と地域おこし協力

隊との意見交換も実施され、これらの活動を通して新たな地域おこしができますことを願っ

ております。 

  ３月30日から新庁舎において一部業務を開始いたしました。開発センターの解体と外構工

事に伴い、開発センターにおいて業務を行っていた農林振興課、農業委員会、建設課、生活

環境課と商工観光課が新庁舎で業務を開始しました。ことしの秋には全部供用を開始する予

定です。その間、町民の皆様には何かとご不便をおかけいたしますが、よろしくお願いいた

します。 

  ３月31日から４月２日にかけて、第１回ツール・ド・とちぎが開催されました。那珂川町

では、第２ステージの４月１日に町内を競技自転車が駆け抜けました。サイクルロードレー

スの世界大会を観戦できる機会であったため、多くの町民の方が沿道より猛スピードで走る

選手たちへ大きな声援を送っておられました。 

  なお、第２回大会は今年度末の30年３月に開催される予定です。 

  ４月３日、町職員の辞令交付式を行いました。今年度は９名の新規採用職員が入庁し、職

員の総数は207名となりました。定期異動等もあり、新たな体制で新年度のスタートを切り

ました。 

  ４月６日から15日まで「春の交通安全県民総ぐるみ運動」が実施されました。運動期間中

における那珂川警察署管内の事故発生状況は物件事故が７件、人身事故が２件でありました。 

  ４月16日に馬頭高校を考える会が主催した馬頭高校の存続と発展を目指す町民集会があじ

さいホールで開催され、「地域創生と学校の役割を考える」をテーマとして、パネルディス

カッションなどが行われ、私もパネラーの一人として意見を述べさせていただきました。町

民など約300名が集まりました。４月19日、「本物の出会い」栃木デスティネーションキャ



－8－ 

ンペーンのプレイベントとして、国内の旅行会社の方々が那珂川町においでになりました。

御前岩物産センターでは、温泉トラフグや八溝そばなどを堪能されたほか、小砂焼体験セン

ターでは絵つけ体験をしていただきました。今回、多くの方にご参加いただき、町の観光資

源の一部ではありましたが観光ＰＲをすることができました。来年の４月から６月にかけて

行われる本番のデスティネーションキャンペーンの成功に向けて、関係機関とも連携しなが

ら準備を進めてまいりたいと考えております。 

  少年スポーツ関係では、馬頭ウィングスポーツ少年団が第31回全日本小学生女子ソフトボ

ール大会県予選会において３位となり、関東大会に出場することになりました。また、小川

卓球スポーツ少年団が第36回全日本クラブ卓球選手権大会栃木県予選会の男子小・中学生の

部において準優勝し、全国大会に出場するほか、小川卓球スポーツ少年団出身の作新学院高

校１年生の小泉涼太選手が第67回関東高校卓球大会栃木県予選会男子ダブルスにおいて優勝

し、関東大会に出場いたしました。 

  少年野球では、小川那珂クラブスポーツ少年団が第10回ガスワンカップ学童軟式野球大会

栃木県大会において優勝し、関東大会に出場します。また、馬頭ラッキースポーツ少年団が

高円宮賜杯第37回全日本学童軟式野球大会栃木県予選会において優勝し、全国大会に出場し

ます。それぞれ関東大会、全国大会でのご活躍を期待いたします。 

  ５月９日、育児パッケージ贈呈事業の第１号になられた方においでいただき、贈呈式を行

いました。町でお生まれになったお子さんの誕生に対しまして、お祝いの意を表する育児パ

ッケージ贈呈事業を４月から始め、その第１号として小川の内倉さん親子にさまざまなお祝

いの品が詰まったパッケージを手渡し、お祝いの言葉を申し上げました。 

  ５月13日から14日の２日間、「ホームステイウィークエンドｉｎ那珂川」が開催され、

外国人参加者、ホストファミリーなど約100名が参加され、地元の方々の協力のもと、田植

えのほか、ボランティアの方々が準備した料理に舌鼓を打ち、日本舞踊や茶道、和菓子づく

りなど、異文化交流活動も行われました。 

  ６月１日には那珂川のアユ釣りが解禁となりました。ことしも遡上量が例年になく多いと

お聞きしておりますので、たくさんの太公望の皆さんにお越しいただき、楽しんでいただけ

ることを切望しております。 

  終わりに、本定例会には報告事項２件、承認事項１件、議案では人事案件のほか那珂川町

一般会計補正予算等の５議案を提出しております。 

  よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ、行政報告といたします。 
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○議長（塚田秀知君） 以上で行政報告を終わります。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎一般質問 

○議長（塚田秀知君） 日程第５、一般質問を行います。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 石 川 和 美 君 

○議長（塚田秀知君） ２番、石川和美君の質問を許可いたします。 

  ２番、石川和美君。 

〔２番 石川和美君登壇〕 

○２番（石川和美君） 改めまして、おはようございます。ここのところ、気温の変化が激し

くて、ちょっと風邪ぎみではございますが、お許しください。 

  私、３年前の９月議会で初めて一般質問に立ちました。その際、新米が登壇しましたと述

べましたが、それは９月の収穫の時期ということも兼ねてそのような表現をしましたが、そ

れから既に３年が経過しました。冷蔵保存しても玄米のままでは価値は上がらないというか

下がる一方、そんな感じです。６次化ではないんですけれども、自分を加工、ＰＲする必要

を感じております。 

  ちなみに、福島町長もそのときの答弁で私も新米ですと、そのようにおっしゃいました。

早いもので、平成25年11月に町長に就任され、任期満了を迎えようとしているのかなと思

われます。これまで、実にバイタリティーを発揮し、町政運営に当たられており、多くの町

民の評価を得ていると推察するところであります。平成28年度には、第２次那珂川町総合振

興計画を策定し、「ひと・もの・自然が融和し、みんなで手を取り合い、元気を生み出すま

ち」を我が町の将来像と定め、各種の施策に取り組んでこられております。 

  ５カ月後に任期満了を迎えるに当たり、２つの点についてお伺いします。 

  １つは、１期目の成果と反省点について。 

  ２つ目は、２期目の出馬の抱負についてでございます。 

  なお、公職選挙法の問題もありますので、差し支えのない程度で答弁いただければと思い
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ます。 

  以上です。 

○議長（塚田秀知君） 町長。 

〔町長 福島泰夫君登壇〕 

○町長（福島泰夫君） 石川議員の私の２期目出馬についてのご質問にお答えをいたします。 

  まず１点目、１期目の成果と反省点についてですが、私は25年11月の町長就任以来、き

ょうまで那珂川町をもっと明るく、もっと元気にしたいという思いで、基本政策に町民が

「働く喜びを実感できる町に」、「我が子の笑顔あふれる成長が実感できる町に」、「年老

いても安心で充実した生活が実感できる町に」の３つの目標を掲げ、町政に当たってまいり

ました。また、前期の振興計画をさらに具現化するため、昨年度には第２次那珂川町総合振

興計画を町政運営の指針として策定し、那珂川町人口ビジョンと那珂川町まち・ひと・しご

と創生総合戦略、第３次那珂川町行財政改革推進計画等のそれぞれの計画とも連動させなが

ら、振興計画等に沿った各種施策を実行、推進しているところであります。 

  私の政策目標の１つ目の柱、「働く喜びを実感できる町に」については、町内に存在する

さまざまな資源のすばらしさを再認識し、町民、団体、企業、行政、全ての人々が手を携え

発展させ、みんなが生きがいを持って元気な町になるよう、地域資源を最大限に活用した各

種事業や、６次産業化の支援等、農商工バランスのとれた連携を推進してまいりました。特

に、農林水産物の付加価値を高めるべく、ブランド化を図り、八溝ししまるや温泉トラフグ、

ホンモロコなどは、首都圏のみにとどまらず、今後は全国へ向けて供給ができるようＰＲを

強化してまいりたいと考えております。 

  また、新鮮な食材を使い、香り豊かな手打ちそばや炭火焼きのアユ、手づくりコンニャク

など、都会では味わうことができない食事と地域の誇りとする緑豊かな自然、那珂川を初め

とする清流や温泉、小砂焼など地場産業と連携し、特産品の推奨を進めながら、さらなる地

域の活性化を図ってまいりたいと考えております。 

  さらには、移住・定住を促進する事業として、高手の里に田舎暮らしや農業などの体験を

しながら、那珂川町の自然を丸ごと満喫できる中長期型滞在住宅田舎暮らし体験ハウス整備

事業を新規事業として今年度において整備する予定です。 

  また、昨年の11月に設立された民間主導のまちづくり会社、創生なかがわ株式会社につき

ましては、地方創生を推進する核となり、まちおこしや地域の活性化に寄与してくれるもの

と期待を寄せております。 
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  平成26年度からは、地域振興を図るため、地域おこし協力隊員を採用し、外からの視点で

町の魅力を再発見していただき、町外に向けた誘客情報の発信や新たな特産品の開発など、

隊員みずからが創意工夫により、各隊員がテーマに沿った取り組みを行っております。当初

１名でスタートした隊員は現在７名になり、町の地域資源等を生かしながら、地域に溶け込

み活動しております。今後は、町内外の方々が町で起業する場合の起業促進支援、空き家、

空き店舗をリノベーションしての商業支援などを推進し、人口増加につながるよう、着実か

つ効果的施策の展開を図っていかなければならないと考えております。 

  ２つ目の柱の「我が子の笑顔あふれる成長が実感できる町に」につきましては、子供は町

の宝、町の財産との認識に立ち、全ての子供たちが健やかに成長できるよう、家庭、地域、

行政が連携して社会全体で子供を育むことができる子育て支援施策を進めてまいりました。

今年度からは、幼保連携型認定こども園３園が開園しました。幼児期の教育、保育は人格形

成の基礎を培うものであり、今後とも質の高い教育、保育の提供を関係機関と連携を図りな

がら支援をしてまいります。 

  急激な少子・高齢化の進行とともに、核家族化の進行やライフスタイルの変化などにより、

妊婦の方々やその家族が孤立化する状況なども否めない昨今であります。そのようなことか

ら、昨年度から出生前の妊娠届け出や母子手帳交付のときから担当保健師と面談や相談を行

い、母子保健や育児に関するさまざまな支援ができる関係が構築できるかかりつけ保健師事

業を開始しました。 

  また、一昨年度から出産記念品贈呈事業として、出生届け出時に記念品の贈呈を行ってお

ります。今年度からは、事業の拡充を図り、赤ちゃんの誕生を町全体で喜び、健やかな成長

を願い、育児パッケージ贈呈事業を始めたところです。町内の先輩ママさんたちが、生まれ

てくる赤ちゃんのために一針一針愛情を込めて作成してくださった手づくりのパッチワーク

小物や、地元の工場で製造された容器を使用しているベビー専用洗剤、地元にある美術館の

絵本やＴシャツ、マザーバッグ、小砂焼のカフェオレボウルなど、かかりつけ保健師がご自

宅へ訪問した際、お届けすることとしました。 

  さらには、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を提供することを目的に、母子保

健や育児に関するさまざまな悩みなどに応じた支援を実施する那珂川町子育て世代包括支援

センターを子育て支援課内に今年度から設置しました。 

  その他、支援の強化を図っていくための施策として、子供医療費現物支給化年齢の引き上

げや、放課後児童クラブの民間委託など、より充実した子育てを支援できるよう進めている
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ところです。 

  なお、今年度においては、若い世代の定住や移住促進を推進するため、子育て支援住宅整

備事業や産婦健診助成事業、産前産後サポート事業、産後ケア事業等も新規事業として取り

組むこととしております。 

  学校教育の充実については、次世代を担う人材育成と豊かな人間形成において、学校教育

の役割は大変重要であり、適正規模での子供たちの健全な教育環境の整備が必要であること

から、保護者を初め、地域の皆様のご理解、ご協力をいただきながら、統合計画に基づき小

川地区小学校の統合、馬頭西小学校の統合を進めてまいりました。また、校舎の大規模改修

工事や体育館等の新設、改修、エアコンの設置、スクールバスの配備など、教育環境整備に

も力を入れてまいりました。今後とも、将来の那珂川町を背負っていく大切な子供たちをし

っかりと町全体で育んでいくため、さらに充実した地域全体での見守り支援が行えるような

仕組みづくりを構築してまいりたいと考えております。 

  さらに、地元高校の存続支援として、馬頭高校通学費等補助を実施してきているところで

あり、馬頭高校を考える会とともに町としての支援を継続してまいりたいと思います。 

  ３つ目の柱の「年老いても安心で充実した生活が実感できる町に」については、今日まで

長年にわたり地域の発展のために貢献してこられました高齢者の方々が住みなれた地域で心

身ともに健康で安心して生活を送っていただくことができるよう、介護サービスを初めとし

た保健、医療、福祉のサービスの充実を図ってまいりました。健康寿命を延ばすため、余暇

時間の活用や生きがいづくりのための高齢者向け運動教室や健康づくり教室の開催、高齢者

の皆さんの豊かな知識や経験を生かした活動の機会や活動の場をつくるための生涯学習活動

支援など、地域で活躍していただいております民生児童委員を初めとして、シルバー人材セ

ンター、社会福祉協議会とも連携を図りながらシルバーボランティアの育成や啓発活動など

も強化してまいりました。今後は、高齢者人口がさらに増加し、介護保険認定者及び受給者

数が大きく増加することが予想されます。介護予防を含めた介護保険の総合事業等において

は、健康指導、介護支援事業を関係機関と連携を密にして高齢者の皆様方への総合的支援の

強化を図るための事業を推進してまいります。 

  その他、町政全般としては、町民の皆さんの指導により設立されました、なかがわ元気プ

ロジェクト連絡協議会や平成26年度より交流人口の増加を図り、高鮮度、高品質な食材を持

ち味にした料理の提供や再生可能エネルギーの取り組みなどをＰＲするなかがわ元気フェス

タを毎年開催してきましたが、年々来場者がふえ、町のイメージアップが図れるイベントに
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定着してまいりました。 

  さらには、ふるさと納税返礼品の拡充を図り、納税額の増加に努めてまいりました。それ

らを活用してＡＬＴの増員や遊具の設置等に活用していったところです。 

  また、長い間懸案事項でありました北沢地区の不法投棄物の処理についてですが、今年度

は県営の産業廃棄物最終処分場として建設が始まる予定です。 

  地域振興策として、和見地区の県営圃場整備事業も着手され、環境学習施設の整備のほか、

新那珂橋にかわる橋梁の新設促進についても県の支援計画に盛り込んでいただいたところで

す。 

  私は、環境施策の推進についても、積極的に取り組んでまいりました。前期計画から引き

続き、那珂川町環境基本計画後期計画を26年３月に策定し、町の望ましい環境像、基本目標

を設け、その達成に向けてさまざまな施策を推進してまいりました。環境への負荷軽減や焼

却ごみの削減に向けた生ごみ堆肥化事業の拡充、低炭素まちづくり推進設備等導入事業、バ

イオマス事業の支援、防災型太陽光発電システム整備事業など、循環型社会を目指す町とし

て今後とも継続して取り組んでまいりたいと考えております。 

  インフラ整備につきましても着実に取り組んでまいりました。上水道、下水道、道路交通

網は町民の皆様にとってのライフラインであり、今後とも新しい橋、道路の整備促進など県

や国、関係機関に対しまして積極的に要望してまいります。 

  また、東日本大震災により被災した現庁舎の損壊に伴い建設を進めてまいりました新庁舎

の建設整備は、町民の皆様のご理解と関係者のご協力によりまして今年秋には全て工事が完

了し、全面供用開始ができますことは何よりも喜ばしいことと考えております。 

  最後に、反省点ですが、「皆さんの声が私の知恵袋」は私の町政を担う上での信条として

いるところであり、町民の皆さんのご要望やご意見などをお聞きするため、町政まちづくり

懇談会を26年度と28年度において開催しました。しかしながら、皆様から頂戴しましたご

意見やご要望にはまだまだ応えられていない点もあると思っております。今後は、いただき

ましたご要望やご意見について、少しでも多くお答えできるよう努力してまいります。 

  次に、２点目。２期目の出馬と抱負についてですが、１期目の任期も残すところ半年を切

り、これまで町政の運営にお力添えを賜りました多くの皆様方に心から感謝を申し上げます

とともに、残された期間与えられた職務に全力投球する所存であります。多くの方々からさ

らなるご支援がいただけますならば、この４年間で始めた新しい取り組みや事業を継続して

推進し、今、町が抱える課題、懸案事項に対しましても、新たな４年間においてスピード感
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を持って解決していきたいとの思いを強くしているところであります。 

  昨年度策定いたしました第２次那珂川町総合振興計画もまだ緒に付いたばかりであること

から、那珂川町をもっと元気に、そして本町の持つポテンシャルを最大限に開化させていく

ために情熱とより高い目標を持って全力を傾けてまいりたいという思いを持っているところ

であります。 

  以上であります。 

○議長（塚田秀知君） 石川和美君。 

〔２番 石川和美君登壇〕 

○２番（石川和美君） ただいまの話をお伺いいたしまして、やや安堵しているところです。 

  福島町政には、地域活性化を初めとして多くの成果があり、また町の将来、さらに進む少

子・高齢化、環境問題などを見据えた施策や仕組みづくり、それを行っていただけると感じ

ました。ぜひとも頑張っていただきたいと思います。 

  １番目の質問は以上で終わります。 

  次に、２番目の質問に入ります。 

  新庁舎及び出張所での業務のあり方についてです。 

  震災以降、念願の新庁舎が完成し、ことしの３月30日より一部供用開始となりました。

10月には全ての業務が新庁舎で行われる運びです。また、馬頭庁舎と小川庁舎の分庁方式に

より行われてきた業務は新庁舎に集約され、現庁舎が廃止となり、小川地区には既存の公共

施設を利用した出張所が設置される予定であります。 

  そこで、新庁舎及び出張所での業務のあり方について伺います。 

  １つ目、新庁舎に移らない課や組織があるのか。 

  ２つ目、小川地区の出張所は、組織上でどのような位置づけで、どのような業務内容にな

るのか。 

  ３つ目、出張所はいつ開設される予定なのか。 

  ４つ目、では、その出張所の設置場所はどこになるのか。 

  以上、４点についてお伺いします。 

○議長（塚田秀知君） 総務課長。 

○総務課長（橋本民夫君） 新庁舎及び出張所での業務のあり方についてのご質問にお答えを

いたします。 

  まず、第１点目、新庁舎に移らない課や組織についてでありますが、施設管理の面から、
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上下水道課のほか出先機関については、現在の施設で引き続き業務を行うところがあります。

また、現在の小川庁舎で業務を行っています学校教育課、生涯学習課及び議会事務局につい

ては、新庁舎へ移動することとなりますが、総合窓口課においては、出張所設置まで暫定的

に現在の小川庁舎で引き続き業務を行います。 

  次に、２点目、小川地区の出張所の位置づけと業務内容についてですが、業務では、町税、

各使用料等の収納、各種の証明や住民票の発行等、窓口業務を行うこととし、事務の範囲が

複数の課にわたることから総括し、総務課付の出張所とする方向で検討しております。 

  次に、３点目、出張所の開設時期についてですが、平成29年度は現在の小川庁舎を出張所

として位置づけ、現在の総合窓口課配属の職員で業務を行い、平成30年度より新たな場所で

の出張所を開設する予定で検討を進めているところです。 

  次に、４点目、出張所の設置場所についてですが、以前の一般質問でもお答えいたしまし

たが、既存の町有施設を利用して設置する予定であり、小川総合福祉センター、小川公民館、

小川図書館のいずれかを利用することで検討しております。 

  なお、選定に当たっては、町民の利便性はもちろんのこと、配置人数、執務スペース、立

地条件、情報通信回線の整備状況等を勘案し検討をしてまいります。 

  以上です。 

○議長（塚田秀知君） 石川和美君。 

〔２番 石川和美君登壇〕 

○２番（石川和美君） 私の聞きたい１番のポイントは、実は４番目の設置場所についてです。

今のご説明を伺いますと、大体イメージがつかめるわけなんですが、移設につきましては費

用がかかると。既存設備で行うというのは当然かなとは思います。 

  ただ、特に小川地区の住民の気持ちとしては、地域の中心になってほしいということを私

も言われております。私もそのほうがいいかなと。しかも、公共機関が走っているというよ

うな地区が望ましいのではないかなと。高齢化が進む中、ますますそういったことを考えて

いくべきではないのかなと思います。その点はどのように考えて３点の場所のあたりから選

んでいただけるものかなとちょっと考え方についてお伺いいたします。 

○議長（塚田秀知君） 総務課長。 

○総務課長（橋本民夫君） 先ほど、質問の中で地域の中心、小川地区の中心ということでご

ざいますので、この３候補地はいずれも当然図書館は小川庁舎のすぐ近くですし、小川公民

館は従来から町民の皆様がご利用いただいた場所です。それから、福祉センターにつきまし
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ては、今、いろんな行事で町民の皆様にお使いをいただいている場所でございますので、い

ずれについても、中心部という形からするとちょっと位置がずれる場所もありますけれども、

町民の皆さんの利便性には問題ないのかなと考えております。 

  また、公共交通機関につきましても、それぞれ公共交通機関がご利用できる部分であり、

また、デマンド交通につきましても、当然出張所の位置が決まればそちらにも発着所を設け

たいと考えております。 

○議長（塚田秀知君） ２番、石川和美君。 

〔２番 石川和美君登壇〕 

○２番（石川和美君） 大体、公共の交通機関、それを確保するというのは一つのことなのか

なとも思います。ぜひとも、利便性を失うことなく設置していただきたく思います。 

  以上で、２番目の質問を終わります。 

  ３番目の質問に入ります。 

  鮎とマスのつかみどりについてなんですけれども、これは、那珂川町観光協会の恒例のイ

ベントであります。突然なんですが、今年度は中止というような話を役員会の方向が示され、

実際にそれが決定されたように聞きました。もっとも、けさ９時の段階で協会のホームペー

ジを拝見しましたところ、イベントカレンダーには夏祭りと称してこの行事が掲載されてい

ましたので、もしかすると継続の可能性も残されているのかもしれません。 

  この鮎とマスのつかみどりは旧小川町時代に始まり、当時の観光協会が主催する交流人口

の増加を図る事業の一つであったと聞き及びます。イベントを計画して運営するということ

は、費用や協力者の並々ならぬ努力が必要であることは十分に承知しております。実際に携

わった方の苦労話も幾つか聞いております。しかし、お盆に帰省する親類縁者や子供たちの

楽しみになっていたわけで、それを考えますとこのイベントが消えるということは非常に残

念でなりません。 

  そこで、次の点について伺います。 

  １つ目、どのような理由で今年度は実施できないのか町は把握されているのでしょうか。 

  ２つ目、町は観光協会に対して、毎年約1,100万ほどの運営補助をしているわけですが、

この事業そのものに対する補助分が含まれているのかどうか。 

  ３番目、町が積極的に支援して今年度も継続実施するということはできないのか。 

  ４番目、このイベントについて、町は今後どのようにあるべきと考えているのか。 

  以上、４点についてお伺いします。 
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○議長（塚田秀知君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（板橋了寿君） 鮎とマスのつかみどりについてのご質問にお答えいたします。 

  まず、１点目、今年度実施できない理由の把握についてですが、毎年お盆には鮎とマスの

つかみどりを楽しみに帰省している方もたくさんいると聞いております。子供たちがお盆中

に楽しめる一大イベントの一つとして観光協会合併前から引き続き実施してきた恒例の事業

でもありますので、実施できないというのは非常に残念なことと思っております。５月に開

催されました那珂川町観光協会の総会において、今後観光協会が主催しての実施はしないこ

とが決定されましたが、その理由については、多額の費用がかかり、事業自体が赤字である

ということ、観光協会会員も高齢化し、炎天下での準備作業から本番に向けての協力してい

ただける会員が少ないということなどが主な理由であります。 

  次に、２点目、観光協会に対しての補助金についてですが、観光協会に対する補助金は年

間の全体事業に対する運営補助として支出をしております。平成28年度の事業報告書には、

鮎とマスのつかみどりの実績が記載されており、昨年10月に観光協会から町に対して提出さ

れた補助金要望の際にも、平成29年度事業計画案の中には鮎とマスのつかみどりが記載され

ておりました。本年度総会に提出された事業計画には示されてはおりませんでした。 

  次、３点目、継続実施に対する町の支援についてですが、観光協会総会では実施しないこ

とが決定されております。しかしながら、一方で実施に向けて働きかけをしている人たちが

いるという情報もありますので、観光協会にかわって実施する団体などがあれば、町として

意義のある大会でもありますので、支援をしていきたいと考えております。 

  次、４点目ですが、イベントについての今後の考えについてですが、鮎とマスのつかみど

りは花火大会、それから盆踊り大会と同様に那珂川町の夏の目玉イベントとして実施されて

きました。今後も町内外の人たちの交流の場としてはもちろんのこと、子供たちがこれらの

行事を体験することで那珂川町での貴重な夏の思い出の一つとして次世代へ大切に受け継い

でいってほしいと考えております。 

  以上です。 

○議長（塚田秀知君） ２番、石川和美君。 

〔２番 石川和美君登壇〕 

○２番（石川和美君） 今の商工観光課長の発言で非常に頼もしく感じました。 

  せっかくの交流人口をふやす、そういったイベントであるわけですので、ぜひとも形を変

えていっても実施を進めていっていただきたいと思います。運営結果が赤字というような話
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がありましたけれども、ボランティアを募って実施していけばそれなりの形で、また町や場

合によっては県の補助、そういったものも何か存在しそうな感じなので、そういったものを

有効活用してぜひとも実施していっていただきたいなと、そのように思います。 

  ちなみに、ことしは時期的にもう間に合わないというような感じなのかなとは受けとめま

すが、今後、来年以降、実施していただけるよう、ぜひともよろしくお願いいたします。 

  簡単ですけれども、以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（塚田秀知君） ２番、石川和美君の質問は終わりました。 

  ここで休憩をいたします。 

  再開は11時５分といたします。 

 

休憩 午前１０時５０分 

 

再開 午前１１時０５分 

 

○議長（塚田秀知君） 再開いたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 大 森 富 夫 君 

○議長（塚田秀知君） ５番、大森富夫君の質問を許可します。 

  ５番、大森富夫君。 

〔５番 大森富夫君登壇〕 

○５番（大森富夫君） ５番、大森富夫です。 

  質問通告どおり、馬頭西小学校統合問題について、国民健康保険新制度への移行について、

米の減反政策廃止に伴う町の取り組みについての３項目について、順次質問をいたします。 

  地域振興と基礎的な人づくり、町民の健康を守る農家の所得補償と経営を守る観点などか

ら、明朗な答弁を得たいというふうに思います。 

  最初に、馬頭西小学校統合問題について伺います。 

  今年度最初の議会、３月議会におきまして、追加議案として提出された馬頭西小学校を廃

校とする議案が可決され、来年度、平成30年度から馬頭小学校に統合されることとなりまし
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た。小砂小学校と小口小学校が統合され、馬頭西小学校として開校されたのが平成13年であ

りますから、17年の歴史に幕を閉じることとなりました。 

  私は閉校に反対をしました。非常に残念なことと思っております。町の合併以前の馬頭町

時代におきまして、小砂、小口地域を含む西部地域に小学校をぜひ存続させたいとの地域住

民の思いが西小学校として存続させてきたというふうに思っております。地域から小学校が

なくなるということは、地域の人口問題を初め、各種の問題を新たに生み出すことになると

私は思っています。したがって、町はこの新たな問題に対しての対応を行わなくてはなりま

せん。 

  そこで、以下の点で町長及び教育長に伺います。 

  まず、小口、小砂地域から、この西部地域から西小学校がなくなるということについての

町長の基本的認識を伺います。 

  次に、統合は決まりましたけれども、統合のための準備は整っていないのではないかとい

うふうに思います。西小学校ＰＴＡの大方がこの認識だというふうに思うんです。そのため

の準備は、校舎建設大規模改修というようなことじゃなくても、ハードの面だけじゃなくて、

児童はもちろん、保護者とともに関係地域住民の思いと、この心理的な配慮などが統合のた

めの準備、これをあわせ持っているというふうに思うんですけれども、この統合のための準

備というものはどのように進められているのか伺います。 

  ３点目、来年度、平成30年度から小口、小砂地域の児童の通学方法について伺います。こ

の計画、どういうふうになっているのか、現在小口地域の児童はスクールバスが運行されて

おりますけれども、今度は小口地域の児童に加えまして馬頭小学校まで小砂地域の児童のた

めのスクールバスの運行が必要になるかというふうに思います。これも含めまして、今後、

児童たちの通学方法、どんな計画がなされているか伺います。 

  ４点目、先ほど、統合のための準備について、若干触れましたけれども、今年度、馬頭小

学校は大規模改修を計画しておりますけれども、これは内容的には老朽化対策、耐震化、統

合による児童増加のための新教室設置などになるのではないかというふうに思いますけれど

も、予算や契約等については今議会にかかっておりますけれども、具体的にこの改修工事、

その内容につきまして、議案書も出ているということではありますけれども、この統合問題

につきまして、答えられる分についてお答えをいただきたいというふうに思います。 

  ５点目ですけれども、さきにＰＴＡ役員から統合１年延期の要望が町長及び議会には請願

として提出されてきました。議会では賛成少数で否決されましたけれども、町長の正式見解
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というものは公にはされていないというふうに思います。そういう状況を鑑み、町長はこの

要望についてはどのように捉えていたのか、この機会に伺っておきたいというふうに思いま

す。 

  ６点目、統合により、新たなマイクロバス、購入するかどうかわかりませんけれども、こ

ういったものも含めまして経費負担増ということは確かなものになるんだろうというふうに

思います。財政負担の変化というものは、これまでの西小学校存続されてきたときと、その

状況変化はどういうふうになるのか伺っておきたいというふうに思います。 

  以上、最初の質問といたします。 

○議長（塚田秀知君） 町長。 

〔町長 福島泰夫君登壇〕 

○町長（福島泰夫君） 馬頭西小学校の統合についてのご質問にお答えいたします。 

  まず１点目、地域から小学校がなくなることについてですが、去る３月議会定例会におい

て、町立学校の設置に関する条例の一部改正についての審議をいただき、平成30年４月に馬

頭西小学校を馬頭小学校に統合することが議決されました。議決に至るまでの間、地域の皆

様を初め、ＰＴＡの皆様には統合についてご理解をいただきましたことに対し、深く感謝申

し上げます。 

  教育の機会均等の観点からも子供たちの健全な教育環境の向上には、適正規模を維持する

上で速やかな統合が必要であると考えております。地域の皆様にとっては、学校は地域のシ

ンボルであり、よりどころでもあることから、私も地域に学校がなくなるということは、大

変寂しいと考えております。 

  次に、５点目、町長の見解ということですので、統合１年延期の要望についてですが、町

立馬頭西小学校統合時期に関する請願が２月に議会に提出され、教育民生常任委員会に付託

されるなど、議会でも十分に審議がなされたものと思っております。教育民生常任委員長か

ら附帯意見が付された審査結果が報告されておりますことから、保護者の思いを十分に受け

とめて、円滑な統合となるよう進めてまいりたい、このように考えております。 

○議長（塚田秀知君） 教育長。 

〔教育長 小川浩子君登壇〕 

○教育長（小川浩子君） ご質問の２点目ですけれども、統合準備の進め方についてお答えし

ます。 

  円滑な統合ができるよう、準備委員会を設置して進めることとしております。先月、第１
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回の準備委員会を開催し、設置要綱、役員の選出、専門部会の構成、今後の進め方などを協

議いたしました。専門部会は通学対策部会、引っ越し引き継ぎ部会、閉校記念事業部会の３

つの部会からなり、今月第１回の各専門部会を開催する予定となっております。今後、円滑

な統合に向けて、年内の取りまとめをめどに協議を進めてまいります。 

  次に、３点目、児童の通学方法についてですが、統合後の馬頭小学校への通学方法につい

ては、スクールバスの利用を考えており、今後運行経路や乗降場所等、準備委員会の通学対

策部会で十分に協議をしてまいります。 

  次に、４点目、馬頭小学校大規模改修工事についてですが、本年度は南側校舎である管理

棟、普通教室棟の改修を予定しております。現在、仮設校舎を建設中であり、８月中には完

成し、その後に校舎の改修に本格的に着手し、来年２月には完成する予定となっております。 

  次に、５点目は町長がお答えしましたので省かせていただきます。 

  ６点目、統合による町の財政負担の変化についてですが、冒頭、町長が申し上げましたと

おり、教育の機会均等の観点からも適正な規模における子供たちの健全な教育環境の整備が

必要であり、円滑な統合を図るために受け入れ校である馬頭小学校においても、補助教諭や

加配教員等の体制整備等が必要となることから、一概に財政負担の軽重を申し上げられるも

のではありませんので、ご理解ください。 

  以上です。 

○議長（塚田秀知君） ５番、大森富夫君。 

〔５番 大森富夫君登壇〕 

○５番（大森富夫君） 地域から小学校が消滅する、なくなっていくということは、非常に重

大な問題だというふうに思います。幸いにして、小口地域にはもうひとつの美術館でもって

校舎自体はそういうことで運営されているんですけれども、子供たちがその地域で学べない

ということは、教育の機会均等と同時に、地域における学校の中央にだけに集中していくよ

うな傾向、これは全国的には東京に集中するというような傾向で、町としてみれば、町の中

心部にそういう学校とか医療関係、その他の住民が必要としているものがそういったところ

に集中していく偏向というものが非常に問題だというふうに思います。学校がなくなれば、

そこに新たに移り住んで学校に通わせるということもできなくなっていくわけですし、教育

問題だけにはとどまらないということが見えてくるわけです。 

  基本的な認識におきまして、諸問題が出てくるということがわかるわけですけれども、そ

の中で、とりわけ小砂地域では、地域振興、あるいは自然を生かしていくという、そういう
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ことをもって地域が輝くような取り組みにしていきたいということの一つに、美しい村の取

り組みがなされているわけです。この取り組みは、町のイメージとして美しい村、このイメ

ージアップとして大きな取り組みというふうに捉えられてはいると思うんですけれども、そ

こに学校がないということになれば、その取り組んでいる人たちにしてみてもがっかりする

ようなことになる１つの材料になってしまうんではないかというふうに思うんです。 

  そこで、この日本で最も美しい村の認定を受けている小砂地域から学校がなくなるという

ことにつきましては、町長はどういうふうな見解をお持ちなのか伺っておきたいというふう

に思います。 

○議長（塚田秀知君） 町長。 

○町長（福島泰夫君） 大森議員のおっしゃること、私もわかります。最初の答弁で、町長は

どう考える、大変寂しいことだ、このようにお答えいたしました。美しい村から学校がなく

なること、当然、その地域の方々にとっては非常に寂しいことである、このように考えてお

ります。ただし、美しい村の必要最低条件に小学校があること、学校があることというのは、

私の認識の中ではないと考えております。 

○議長（塚田秀知君） ５番、大森富夫君。 

〔５番 大森富夫君登壇〕 

○５番（大森富夫君） 保育所も廃止されて、保育所の施設を利用する、何とかで利用すると

いうようなことにはしておりますけれども、現実にもう廃校ということが決まってしまった

以上、この校舎の問題も出てくるかと思います。この廃校された校舎については、どんなふ

うな考えをもって活用するか、あるいはどういうふうにするのか、ちょっと伺っておきたい

というふうに思います。 

○議長（塚田秀知君） 大森富夫君に申し上げます。 

  ただいまの質問は通告書に入っておりません。逸脱しておりますので、関連質問の範囲を

超えています。よって、通告内容に沿って簡潔明瞭に質問していただきたいと思います。 

  ５番、大森富夫君。 

〔５番 大森富夫君登壇〕 

○５番（大森富夫君） 全然関係なくはないとは思うんですけれども、西小学校の廃校という

ことになるわけですから、じゃ廃校の校舎自体はどうするんだということの話もあるんで、

全く関係ないというふうには言えないというふうに思うんですけれども。 

  それでは、２点目の馬頭小学校の大規模改修工事、この竣工。実際に統合となるわけです
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けれども、児童たちの融和、そのためには、児童たちに限らないとは思うんですけれども、

父兄も含みますけれども、交流事業というものが取り組まれるわけですけれども、そういう

事業を進める中で、児童の陳情、あるいは要望書も出されたのに含まれるわけですけれども、

安全対策です。安全対策はどういうところに配慮して、もしものことがあってはならないわ

けです、児童の事故が起きる、工事車両が頻繁に出入りするということになるわけですから、

安全対策がどうしてもきちんとしていかなければなりません。そのことについてはどういう

ふうなことを考えているんでしょうか。 

○議長（塚田秀知君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（薄井健一君） ３月の議会定例会においてもお答えをしているかと思います。 

  大規模工事につきましては、仮囲い、それから工事車両の進入路、それから児童・生徒が

入る進入路、それを分けまして、その辺も安全上一緒にならないようにということで配慮を

しながら、今後進めていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（塚田秀知君） ５番、大森富夫君。 

〔５番 大森富夫君登壇〕 

○５番（大森富夫君） 大きな問題として、西小学校が廃校されるということでもって、教育

の機会均等とありますけれども、地域における学校の、小口地域、小砂地域の人にしてみれ

ば、学校がなくなるということで、全然西部地域に学校がなくなるということについてを非

常に町長の言葉で言えば寂しいということに、確かに寂しくなる。せめて、西部地域に小学

校が欲しいと。統合されても小砂地域にあるということで存続されてきたわけですから。 

  そういう地域の人たちの気持ちというのは、町長の言葉で言えばそういうことになるんだ

けれども、それだけでは済まなくなるわけで、実際に、本当のことをいえば経済的なことが

裏に大きくあるんではないかというふうに私、常々思っているんです。統合されてもこれも

体育館は建てない、プールもつくらない、運動場の拡幅というか整備をするというようなこ

とは全然取り組んできていなかったわけですよ。これ、町政においてはそういうふうに統合

を前提にして考えてきたからということはないのかということを強く思ってきたわけです。

経済性のことについては、教育長答えてなかったわけですけれども、実際は、その背景にそ

ういうことがあるんで、次から次に各地域の学校をなくしていくということに町はしてしま

ったんではないかと。したがって、そういう地域から人口がどんどん減っていっちゃうとい

うことにつながる。こういうことが、全面的にそういうことをいうことは不可能かもしれな
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いけれども、大きな要因になっているんではないかというふうに思うんです。教育を受けさ

せれば、そういう思いは学校がなければ実現しないわけですから。そこを学校をなくしちゃ

うという、逆行するようなことをしてきたんではないかというふうに思うんです。これまで

も経過を見て、実際、統合と決まってしまったわけですけれども、私はそこのところの経済

性の問題も強く言っておきたいというふうに思うんです。これでは人づくりは進まない、進

められないというふうに思います。 

  次の質問に移ります。 

  次に、国民健康保険新制度への移行について町長の見解と取り組みについて伺います。 

  町の行政は、町民の健康を守る義務を負っているというふうに思います。平成28年度から

平成37年度までの那珂川町第２次総合振興計画においては、「元気で明るく暮らせるまちを

つくる」として医療・保健の充実、高齢者福祉・社会福祉の充実、児童福祉・子育て支援の

充実、社会保障の充実をうたっています。当町の人口動態は減少の傾向が進んできて、５月

１日現在、栃木県県民生活部が発表した人口におきましては、１万6,322人、前月比マイナ

ス35人、世帯数は5,823世帯です。少子・高齢化の進行は依然としてやみません。先ほどの

馬頭西小学校の統合問題も来年度統合しなければ、存続したときにということをして次の入

学者ということを見てみますとたった１人だったんです。だから、地域の人口減少はこうい

うふうに深刻なものになっているわけです。次の年には回復するという人数にはなっていま

したけれども、相対的に人口が減っていく中で、高齢者人口が多くなっているというのが現

実。町は多くなっていく高齢者のみならず、全ての町民の健康を守っていかなければなりま

せん。さらなる社会保障の充実が求められているというふうに思います。 

  このようなときに、地域医療の大きな柱の一つとなっております国民健康保険制度が来年

度、平成30年度から新制度に移行するということになりました。この事態におきまして、被

保険者におきましては、この内容は一体どういうふうになるのかと。実際に医療機関にかか

っている人にしてみれば、そういう心配や不安というものは尽きないというふうに思うんで

す、町の手から離れることになるわけですから。 

  そこで以下の点について伺いたいというふうに思います。 

  この新制度について、まだまだよくわからないことが多いというふうに思います。明確な

変更点について伺っておきたいというふうに思います。これが１点です。 

  次に、新制度へ移行する前に被保険者への説明というものをきちんとわかりやすくしてい

かなければならないというふうに思うんです。この進め方について伺います。 
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  ３点目は、新制度は今の保険制度の中で基金が億単位でも積み立てていられたような時代

もありました。今は全然ありません。そういう状況で移管するといいますか、町の手から離

れるということになっていくわけなんですけれども、そうしますと全体ならして県のレベル

でそれではその町のそれぞれの状況が違う、市町の状況が違うということになって、あなた

の町ではもっと財政負担をしてもらわなければならないというような、こういうことが出て

くるのかどうか、そういうことも含めまして、新制度移行においての財政負担、とりあえず

町の財政負担ということについて伺っておきたいと思います。 

  ４点目は、一方、そういう県レベルでならせるような状況になった場合に、それではこれ

までの町のときの時代と違って、あなたの町の被保険者の負担というのは軽かったよと。こ

の県レベルにあわせなくちゃなりませんよということになれば、被保険者の負担増というの

になってくるんではないかというふうに私は思うんですけれども、この被保険者の負担増と

いうことについてはどういうふうになるのか、この点を伺っておきたいというふうに思いま

す。 

  以上、４点です。 

○議長（塚田秀知君） 住民課長。 

○住民課長（薄井桂子君） 国民健康保険新制度への移行についてのご質問にお答えいたしま

す。 

  まず１点目、変更点についてですが、平成27年５月に持続可能な医療保険制度を構築する

ための国民健康保険法等の一部を改正する法律が成立したことにより、都道府県が財政運営

の経営主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国民健康保険運営に中心的

な役割を担い、制度の安定化を図るものです。給付に必要な費用は、全額都道府県が市町村

に交付し、市町村は都道府県が市町村ごとに決定した国保事業費納付金を納付することにな

ります。また、市町村は従来どおり、被保険者証等の発行といった資格管理、保険税率の決

定や賦課徴収、保険給付、特定健診、特定保健指導といった保険事業を実施していくことに

なります。 

  なお、30年度の一斉更新から新しい被保険者証等には、都道府県名が表記されることにな

り、更新時期も10月１日から８月１日に変更となります。 

  次に、２点目、被保険者への説明についてですが、10月の被保険者証の一斉更新にあわせ、

加入世帯にお知らせしたいと考えております。また、国・県等から情報が入り次第、ホーム

ページや町広報等で随時広報してまいりたいと考えております。 
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  次に、３点目、町の財政負担についてですが、町は県より示される国保事業費納付金を納

付するため、提示される標準保険料率等を参考に町の保険料率を決定し、賦課徴収し納付し

ます。保険給付に必要な費用は全額県から交付されることから、町の財政負担部分は従来と

変わらないものと考えます。 

  次に、４点目、被保険者の負担についてですが、国から納付金等の算定に向けた交付の考

え方がこれから提示され、本年10月下旬までには仮係数が、12月末までには本係数が提示

される見込みであります。その後、県において納付金の確定がされ、30年１月には町に対し

通知が来る予定となっております。町は、この通知に基づき保険税を算出しますが、現在、

町の保険税率は資産割、所得割、均等割、平等割の４方式をとっております。栃木県では、

平成30年度以降目指すべき算定方式案を３方式としていることから、那珂川町におきまして

も制度改正に向けて課税方式、税率等について県の動向を見ながら、国保運営協議会におい

てご協議をいただき、慎重に検討してまいりたいと考えております。 

  税率については、標準保険料率が示された後に決定することとなりますが、年々医療費が

伸びている現状からしますと、被保険者の負担増も懸念されるところです。今回の改正では、

国保の財政運営の仕組みが変わることに伴い、被保険者の保険料負担が急激に増加すること

を回避するための措置として、激変緩和の方策も考慮されているところです。 

  以上です。 

○議長（塚田秀知君） ５番、大森富夫君。 

〔５番 大森富夫君登壇〕 

○５番（大森富夫君） 国保の新制度への移行というのは、非常に各被保険者におきましてい

ろいろな問題を生起させてくるものと思います。 

  そこで私は、先ほど保険証の交付もうちの県に移管するわけですから、県のほうで出すん

でしょうけれども、滞納しているとか、滞納していて保険証を受領できないという人もいる

と、こういう事態になっているからで、最小限にしていくために少しでも納めてもらって短

期保険証を発行してもらうというようなことを町で取り組んできたわけですけれども、こう

いった事態に対しまして、この新制度移行になった場合に、そういう町の努力というような

ことは県も同じようにやっていくんだろうかどうかということも思うわけですけれども、こ

の点ではどんなふうな見解になっているんでしょうか。 

○議長（塚田秀知君） 住民課長。 

○住民課長（薄井桂子君） 従来どおり、被保険者証の発行とか資格管理、保険税率の決定等
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の賦課徴収については町がやりますので、その点に関しましては、今までどおりに努力して

まいりたいと考えております。 

○議長（塚田秀知君） ５番、大森富夫君。 

〔５番 大森富夫君登壇〕 

○５番（大森富夫君） ぜひ、町としての努力というのを、極力保険証が発行されないような

資格証明書というようなことにとどめておくようなことはやめてもらいたいというふうに思

うんです。保険証がないと医療機関にかかった場合に現金で医療費を納めなくちゃならない

ということになるわけですから、ふだんでも経済的に困難な方で保険料が納められないとい

うことになっているというふうな方々が少なからずいるわけです。お医者さんにかかれない

ということになれば命を縮めるということになるわけですから、そういうことは極力町とし

てないようにしなくちゃならないというふうに思っています。 

  そこで、今までやってきた実務等については町が引き続きやるということになるわけです

けれども、じゃ、なぜ県に移管するということになるんだということに考えがいくわけです

けれども、一体、町と県との関係では、町民の健康を守るという最大の皆保険ということの

一つの中にある保険制度が本当に生かされるということで、町は県に対して町民の健康を守

るということで物を言うことということについては、どういうことが町として取り組まれる

んですか。 

○議長（塚田秀知君） 住民課長。 

○住民課長（薄井桂子君） ただいまの質問の県に物を言うということですが、保険事業自体

は特に今までどおりなので、医療費適正化はそういうものに対しての保険事業等は今までど

おり以上に進めてまいりたいというふうに考えております。県は、財政運営の責任主体とな

り、安定的な財政運営を効率的な事業の確保等のために国保運営の中心的な役割を担うとい

うことで、町は今までどおりに個々の事業に応じて保険の徴収や資格管理や特性に応じたき

め細かい保険事業などを行っていくということは変わりないので、県に対して物を言うとい

う、質問がちょっとわからないんですが……。 

○議長（塚田秀知君） ５番、大森富夫君。 

〔５番 大森富夫君登壇〕 

○５番（大森富夫君） そこのところは理解しがたいということなんだと思うんですよ。町民

からすれば、あるいは被保険者からすれば、この保険制度が破綻しちゃうという危機感のも

とで、市町村ではそれは維持できないということ、あるいは破綻するということから鑑みて、
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県が全体を統括するといいますか、そういう見ていくということになって、主に財政面で見

ていくということを考えると、結局は町民の、あるいは被保険者の負担増になってくるとい

うことにつながってくるんではないかということなんですよ。そういうことに対して、町民

の健康を守るということになれば、町は県に対してきちんとこれ以上の財政負担といいます

か、経費負担を被保険者に負わせるというふうな事態にはできないという、このことを県に

対してきちんと言うことができなければ、被保険者の負担増そのものになっていくんではな

いかというふうに私は思うんです。ですから、ただ町が実務だけ行っていくというんでは、

本当に町民の健康を守れないということを思って、新制度についての今回の一般質問に取り

上げた主な理由があるわけなんですけれども、そういう町として状況を鑑みて、県に対して

意見書を出すというようなそういう仕組みといいますか、県に対してのこの取り組みという

のも含めまして、町は県に対してそういう取り組みをするんだと、するんだというかしてほ

しいというような県への要請、要望というようなことにつきましては、どういうふうになる

んでしょうか。 

○議長（塚田秀知君） 住民課長。 

○住民課長（薄井桂子君） ただいまの質問ですが、国保制度改革そのもの自体が国全体で増

大する医療費や少子・高齢化の進展による現役世代の負担増、国保の構造的な課題、年齢が

高くて医療費水準が高くなるということを改革するために医療保険制度の安定化や世代内の

負担の公平化、医療費の適正化によって医療費を減のほうへ進めていくという目的のもとに

この改革をやっているわけでありまして、それなので、負担増になるとかそういうことでは

なく、国民みんなの保険料の負担を安定化させたいということが目的の制度だと思うんです。

だから、先ほどの説明の最後にも言いましたように、各市町村ごとで保険者の負担が多くな

るような場合は、激変緩和の措置とかもありますし、そういう対策なども考えられておりま

すので、町から県にそういう要望ということは考えておりません。 

○議長（塚田秀知君） ５番、大森富夫君。 

〔５番 大森富夫君登壇〕 

○５番（大森富夫君） 結局、話を聞いてみますと、町は実務だけをやる役割を担うだけにな

ってしまうと。そして、財政の重要な一番は破綻にならないように県が統括するようなこと

になってしまって、結局は被保険者の負担増につながっていくというふうに受けとめられる

わけです。だから、単に実務だけやっているんでは町民の健康を守っていくということには

ならなくなってしまうんではないかということを強く懸念するわけです。どうしようもない
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と、県のやることだからどうしようもないとなってしまったんでは、直接町民の皆さんと接

する町の行政の本来の役割を果たせなくなってしまうんではないかということを言いたいわ

けです。せめて、その資格証明書発行、短期証明書を発行してもらえばいいんですけれども、

せめてのあれです。資格証明書だけだという、こういう払いたくても払い切れない方々にと

っては、せめて短期証明書でも医者にかかっている時点におきましては、そういう取り組み

だけでもしてもらいたいということ。そのことを独自に町は今、町で保険制度になっていた

ときには町がやれたわけですけれども、その取り扱いにつきましては、県との対応について

はどういうふうになるんでしょうか。 

○議長（塚田秀知君） 住民課長。 

○住民課長（薄井桂子君） まず、これから国保の運営方針などを決めていく段階に今あるわ

けですけれども、各市町村ごと集まりまして、連携会議などをこれから何度か開きまして、

その町の状況やいろんな運営方針については話し合うことになっております。 

  資格者証と短期証の件ですが、これは今までどおりの対応になりますので、何ら変わると

ころはないです。 

○議長（塚田秀知君） ５番、大森富夫君。 

〔５番 大森富夫君登壇〕 

○５番（大森富夫君） 那珂川町の取り組みとしては、資格証明書発行というのがなかったと

いうことで、非常に一時期は評価されていたと思うんです。短期証明書で対応するというよ

うな形でやっていた一時期もあったと思うんです。今は、滞納すれば、もう保険証は発行さ

れないというような形が、資格証明書ということじゃなくて、そういうふうな財産の差し押

さえとか、保険証を発行しないとか、こういうのが平然とやられるようになってきてしまっ

ているというふうに思います。後退しているんじゃないかというふうに私は思うんですよ。 

  この際、新制度移行のこの機会におきましても、被保険者に対する対応というものをもっ

と優しく、本当に健康を守るような、そういう制度として生かすような町の取り組みをぜひ

求めていきたいというふうに思います。 

  ３点目に移ります。 

  米の減反政策廃止に伴う町の取り組みについて伺います。 

  町の基幹の産業の一つであります農林業は、町の第２次総合振興計画によりますと、就農

人口は1,320人と全就業者の14.1％になっています。ことしのＪＡなす南の総会に向けた資

料によりますと、取扱高は米が約13億4,000万円、野菜が約４億7,000万円、畜産物が約８
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億8,000万円というふうになっています。各種のデータによりまして、米が農家収入におけ

る大きなウエートをおさめていることがこの農協の資料だけを見ましてもわかるわけであり

ます。 

  各農家は苦心をしまして、経営を維持してはおりますけれども、そのうち米について見ま

すと、減反をしている農家で見ますと、国の政策で約41％の減反をしてきました。減反をし

ない農家もあるわけですけれども、一概にそのことがよいとか悪いとかはいいません。なぜ

なら、どこの農家も生活がかかっているわけです。面積の多少にもかかわらず、41％も休耕

と転作、このことをできない農家の心情というものはよくわかります。これまで、米の減反

政策により、いわば農家をこの政策によって分断をしてきたわけであります。これが、これ

というのは減反政策です、これが廃止されることが決まったわけですけれども、一応そうい

うことです。今後は自由に作付できるように制度上はなったわけですけれども、実際は現場

におきましては違うということになっていると思うんです。 

  はっきりしていることは、米の直接支払交付金が平成30年度からは廃止されるということ

になります。平成26年度からことしの平成29年度まで支払われてきた10アール当たり7,500

円というのが廃止されるわけであります。もともと減反していない方とか、あるいは認定農

業者ではないとか、集団化されていない農家とかそういったところには給付されていないわ

けでありますけれども、こういうその10アール当たり7,500円というものもなくなるという

ことなんですけれども、そういうことも含めまして、以下米の問題につきまして、米の減反

政策について伺っておきたいというふうに思います。 

  １つは、再生協議会におきましては、町は、こういう事態が起きまして、農家の暮らしを

守る、あるいは地域農業を守っていく一環といたしましては、どういう方針を持って臨むの

かということであります。 

  ２点目は、町として独自に生産者に対して、この事態におきましての説明はどういうふう

にしていくのかということであります。 

  ３点目は、この政策転換は、当然ながら大きな地域農業に影響を与えていくわけでありま

すけれども、町長はこういう点ではどういうふうに考えているのか伺っておきます。 

  以上３点を伺います。 

○議長（塚田秀知君） 農林振興課長。 

○農林振興課長（坂尾一美君） 米減反政策廃止に伴う町の取り組みについてのご質問にお答

えいたします。 
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  まず１点目、再生協議会の今後についてですが、現制度での米政策は終了となりますが、

平成30年産から新しく県及び町の農業再生協議会が主体となった米政策が始まります。町と

しましても、引き続き行政、農業団体、集荷業者などが一体となった農業再生協議会を通し

て、国や県と連携をとりながら、過剰作付による価格下落の防止のため、需要に応じた米づ

くりの推進と各種事業を取り入れた地域農業の支援、水田の持つ多面的機能の維持を推進し

ていきたいと考えております。 

  次に、２点目、生産者に対しての説明についてですが、新聞報道等で米政策の見直しにつ

いてはご存じと思いますが、既に生産者に対しては「平成30年産からの米の政策見直しにつ

いて」と題した概要版リーフレットでお知らせをいたしました。 

  今後は、具体的取り組み方法など、決定次第、速やかに情報提供に努めてまいりたいと考

えております。 

  次に、３点目、地域農業全体に対しての影響についてですが、米政策見直しに伴う影響に

ついては、水田は作物生産機能と多面的機能をあわせて保持しております。生産機能の面か

らは、過剰作付による米価下落など、水稲を中心とした土地利用型農業経営が圧迫され、経

営意欲の減退から作物生産機能が低下することが考えられます。作物生産機能の低下は、耕

作放棄地などの拡大から多面的機能を低下させ、景観の維持、生態系の維持、保水機能の維

持が困難となり地域環境の悪化が考えられますが、１点目で申し上げたとおり、町の基幹産

業であります農業の振興に努めていきたいと考えております。 

○議長（塚田秀知君） ５番、大森富夫君。 

〔５番 大森富夫君登壇〕 

○５番（大森富夫君） 米の生産が再生産に償うような売り渡し価格にならないということで、

米をやっていたんでは農家経営が維持できないということになって、その根本的な生産価格

が引き上がればそういう悪循環というものが断ち切れるということになるわけですけれども、

それがなかなかできないです。毎年毎年米政策の変化というものが根本的なことができない

で、あの手この手の小手先のことをやっていて解決できないでこれまで来たというふうに思

います。課長が言いますように、本当に地域農業を守っていく、景観とか、あるいは保水能

力とか農業の持つ多様な機能を本当に生かしていくような取り組みをしていかなければなら

ない、少しでもそういう点では地域農業を守っていくということ、そういうことでの一助と

いたしましては、補助施策について取り上げなくちゃならないと思うんですけれども、町と

しての取り組むべき重要な施策の一つだと思うんですけれども、認定農家に限らず農業をや
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っていきたいと、このお米の問題でも米をつくりたいと、しかし、国の政策では7,500円さ

えも打ち切ってしまうというような事態に対しまして、町としては今補助施策と、少しでも

農家を元気づけるような形、そういう政策というものがとれるのかどうかです。 

  この減反政策廃止という事態におきましては、決め手となるような農家に実収入が上がる

ようなものを行政として取り組まなくちゃならないと思いますので、その点はどういうふう

になっているのか伺います。 

○議長（塚田秀知君） 農林振興課長。 

○農林振興課長（坂尾一美君） 今言われました、この30年から米の直接払い7,500円がなく

なるということですが、この事業は、経営所得安定対策事業という中で取り組んでおります。

30年からはその中のメニューの一つとしまして、米の直接払い7,500円の交付金がなくなる

ということで、それ以外の水田を活用した事業や戦略作物の振興、産地形成作物に対する助

成、そういうものは変わりません。また、そのほかに、今の国・県の補助事業につきまして

は、きめ細かな対応策が盛られております。そういうことも含めて町は推進すると。それと、

国・県のメニューに載らないものにつきましては、町で昨年園芸作物振興対策事業というも

のの補助要綱を定めまして実施しております。その中では、ハード事業の設備の支援ばかり

でなく、新規作物の導入のための支援ということもうたっておりますので、そんなことで産

地が新しい作物で産地がつくれるような支援、そういうのも含めて実施していきたいと考え

ております。 

○議長（塚田秀知君） ５番、大森富夫君。 

〔５番 大森富夫君登壇〕 

○５番（大森富夫君） 農業問題、米の問題の最後に１点伺います。 

  平成29年度は、栃木県は生産数量目標として29万2,326トン、全国ではなく735万トンと

いうけど、面積で139万ヘクタールというふうに示されております。この指数で、一方、計

画目標が那珂川町におきましては達成できないような一部新聞報道にも出ておりますけれど

も、減反は調整されないとはいいますけれども、しかし目標として各市町村がその数量や面

積やこれを出していかなくちゃならないということが出ているわけです。しかし、那珂川町

は達成しないという中の市町の一つに入っております。この主要な要因と今後の対策につき

まして最後に伺っておきたいというふうに思います。 

○議長（塚田秀知君） 農林振興課長。 

○農林振興課長（坂尾一美君） 大森議員のその達成されないというのは、昨年度は確かに達
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成されておりません。面積にしますと９ヘクタールなんです。ですから、ことしにつきまし

てはその９ヘクタールは何とかクリアということで、再生協議会一致団結して、今転作の確

認などを行いまして、今年度は目標達成に向けて努力しているところです。 

○議長（塚田秀知君） ５番、大森富夫君。 

〔５番 大森富夫君登壇〕 

○５番（大森富夫君） 山間地域でなかなかその取り組みのやり方というのは平たんな地域と

は違って、那珂川町との窓口の取り組みというのが必要になっているかと思うんですけれど

も、農家の減収に見合った実収入を上げられるような行政としての取り組みをぜひ求めてお

きたいというふうに思います。 

  私、目下の一般質問では、学校等の問題に触れながら人づくりの問題、教育の問題、ほか

に制度につきましての町民の健康を守る取り組みと、あるいは農業に触れまして特に米の問

題で地域の産業、農業の振興などについて伺ったわけでありますけれども、今後、第２次那

珂川町の総合振興計画、この文章化されているもので本当に町民にとりましてよいものはぜ

ひ進めていくということも含めまして、今回取り上げた３つの問題も含めまして、一層那珂

川町として小さな町でありますけれども、きらりと光るようなこの取り組みをぜひともまと

めていきたいというふうに思います。 

  以上で、私の質問を終わります。 

○議長（塚田秀知君） ５番、大森富夫君の質問が終わりました。 

  ここで休憩いたします。 

  再開は13時20分といたします。 

 

休憩 午後 零時０３分 

 

再開 午後 １時２０分 

 

○議長（塚田秀知君） 再開いたします。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◇ 益 子 明 美 君 
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○議長（塚田秀知君） ６番、益子明美さんの質問を許可します。 

  ６番、益子明美さん。 

〔６番 益子明美君登壇〕 

○６番（益子明美君） ６番、益子明美です。 

  通告書に基づき、一般質問を行います。町執行部の建設的な答弁を求めます。 

  子どもの居場所づくりサポート事業についてお伺いします。 

  県では、児童虐待の未然防止、連鎖防止や子供の貧困対策として、支援の必要な子供の居

場所を広げることを目的に子どもの居場所づくりサポート事業を今年度より新たにスタート

させています。 

  児童福祉法の改正により、市・町が包括的、継続的な子育て支援を重層的に実施すること

となるため、この事業の実施主体は町となりますが、今後、この事業に対してどのような考

え方で進めていくのか町の考えを伺います。 

  １番目として、町はこの事業の対象となるゼロから18歳の児童・生徒でネグレクト傾向に

ある家庭、ひとり親家庭、生活困窮家庭の児童・生徒がどのくらい人数がいるか把握されて

いるかお伺いします。 

  町は、現在までに支援が必要な子供たちにどのような支援を行ってきたのか伺います。 

  子どもの居場所づくりサポート事業の事業内容は、子どもの居場所運営費補助事業と子ど

もの居場所担い手育成事業の２事業に分かれています。県は、市・町へ財政支援と担い手育

成を並行して実施していくとしていますが、町はこの担い手育成をどのように考えているか

お伺いいたします。 

  子どもの居場所運営費補助事業の実施主体は市・町でありますが、ＮＰＯ法人や社会福祉

法人等への委託を可能としております。事業の内容が食事支援と学習支援を必須事項として

おり、入浴、洗濯支援と保護者の相談支援を任意事業としています。全ての事業を行ってい

くことは重要な課題であるとともに、ハードルも高いように感じられますが、町はどのよう

な考え方で進めていくつもりなのかお伺いいたします。 

  子どもの居場所の設置のためには、担い手の育成は必要不可欠であります。県では、コー

ディネーターを配置し、居場所づくりに向けた相談支援からネットワークの構築までを包括

的に事業展開していくとしていますが、町も早急に担い手を育成すべく進めていくべきと考

えますが、町の考え方をお伺いいたします。 

  以上、１回目の質問といたします。 
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○議長（塚田秀知君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（稲澤正広君） 子どもの居場所づくりサポート事業についてのご質問にお

答えいたします。 

  県が推進している子どもの居場所づくりサポート事業については、子どもの居場所運営費

補助事業と子どもの居場所担い手育成事業の２本立てとなっており、子どもの居場所運営費

補助事業は市町村が実施主体となって県が居場所運営費の２分の１を補助するものであり、

子どもの居場所担い手育成事業は、県がＮＰＯ法人、または社会福祉法人等へ委託して実施

する担い手の育成支援及び居場所事業の運営安定化を図る事業であります。 

  まず１点目、対象児童・生徒の把握についてですが、子どもの居場所運営費補助事業の対

象者はゼロ歳から18歳の児童等で、支援が必要な児童等と定められており、具体的には議員

ご質問のとおり、ネグレクトと呼ばれる養育放棄家庭、ひとり親家庭、生活困窮家庭の児童

等となります。ネグレクト家庭については、要保護児童対策地域協議会実務担当者会議の検

討ケースの中で、ネグレクト傾向にある世帯として５件を把握しており、ひとり親家庭につ

いては、医療費助成の対象が153世帯となっております。また、生活困窮家庭については、

現に経済的に困窮しているか否かは本人の申告によるものであるため、人数を把握するのは

困難でありますが、参考までに私どもの把握している要保護と準要保護児童は合計で88人、

63世帯であります。 

  次に、２点目、これまでの支援の内容についてですが、町ではひとり親家庭に対する医療

費助成等の各種施策のほか、県や関係機関と連携した生活困窮者自立支援事業の学習支援等

の実施や保護者の疾病等の事由によって一時的に養育が困難となった児童に対し、児童福祉

施設へ預かっていただく子育て短期支援事業等を行っております。 

  次に、３点目、担い手育成についてですが、居場所を安定的に運営し対象者への支援を行

っていくためには、高い専門性と意欲を持った担い手を確保することが重要であり、担い手

となる人材または団体を育成することは、運営とあわせて一体的に考えていく必要があると

考えております。 

  次に、４点目、町のこの事業に対する取り組みについてですが、子どもの居場所運営費補

助事業は必須事業として食事支援と学習支援があり、任意事業として入浴、洗濯支援、保護

者の相談支援、児童の送迎と事業内容が多岐にわたり、週４日以上で午後８時まで開設する

など、事業の取り組みについては十分な検討が必要と考えております。 

  また、那珂川町まち・ひと・しごと創生総合戦略の学童期の子育て支援の戦略においても、
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子どもの居場所フリースペース事業として計画をしていることから、あわせて検討していき

たいと考えております。 

  次に、５点目、担い手育成への早急な取り組みについてですが、県が子どもの居場所担い

手育成事業をこれから実施していきますので、県と連携を図りながら、担い手となる人材、

団体等を育成していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（塚田秀知君） ６番、益子明美さん。 

〔６番 益子明美君登壇〕 

○６番（益子明美君） 再質問させていただきます。 

  県で、支援が必要となる子どもの居場所づくりということで、昨年度からモデル事業を取

り組んで、ことしから本格的な事業実施となっているわけです。県では３カ年、ことし29、

30、31年までと県の補助事業として市・町への実施取り組みを求めてきているものであり

ますが、町としても対象となる児童・生徒の数を先ほど課長の答弁から話されましたとおり、

多数その該当者がいるわけです。そうすると、これは積極的に、早急に取り組まなければな

らない事業としての位置づけであると思いますが、今の全体的な課長の答弁からは、これか

ら様子を見ながらというような感じではありますが、県からの助成を得るためには早急な取

り組み、仕組みづくりが必要というふうに考えていますが、その辺は、町としては先ほど、

まち・ひと・しごと創生事業の中での子どもの居場所フリースペース事業なども挙げられて

いますが、県が示しているこの事業と、町がこの総合戦略の中に挙げた事業とは少し認識が

かけ離れた点があると思うんです。その点を整理して、どちらを中心的に、早急に進めなく

てはいけないものなのか、その辺はどういうふうにお考えになっているかお伺いしたいと思

います。 

○議長（塚田秀知君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（稲澤正広君） 町で計画しております子どもの居場所フリースペース事業

につきましては、目的は家庭や学校以外に行ける場所、そこに行けば自分らしく安心してい

られる、自分の中のエネルギーを蓄える居場所づくりをつくるというような目的を立ててお

ります。 

  対象につきましては、要保護児童対策地域協議会にケースとして挙げられている子供など

を考えております。 

  詳細については、これから県の補助事業も含めて考えていきたいというふうに思っており
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ますが、先ほども言いましたように、県の補助事業については週４日以上８時まで、また今

年度から３年間の間に１年しか補助を受けられないということなど、ハードルが高くなって

おります。これらのことも踏まえて検討したいと思っております。 

  また、現在食事だけを提供するというようなことで子ども食堂というのがあると思うんで

すけれども、そちらを実施したいということで、ボランティアが社会福祉協議会のほうと協

議中でありまして、月１回程度の実施を考えているようです。この事業の実施状況も見守り

ながら、町が考えている子どもの居場所づくりとして実施できるかどうか検討していきたい

というふうに思っております。 

○議長（塚田秀知君） ６番、益子明美さん。 

〔６番 益子明美君登壇〕 

○６番（益子明美君） 町が総合戦略に挙げている計画と、県が市・町に実施してくださいよ

と言っているこの居場所づくりサポート事業は同じような考えのもとに事業として考えられ

ているというふうに把握してよろしいんでしょうかね、今の課長の答弁ですと。そうすると、

町としては５年以内に２カ所をサポート事業として子どもの居場所をつくるというふうに挙

げているわけですから、早急にこの補助事業とリンクさせるためにも、計画をしっかり立て

ないといけないというふうに思います。 

  何といっても、対象となる児童・生徒がこのようにたくさんいるという現実があるわけで

すから、それは早急にしないといけないというふうに考えておりますが、まち・ひと・しご

と総合戦略の中で位置づけられている計画というのは５年間の間にということなんですが、

この計画の中でいくと、何年後に実質１カ所、そして２カ所目というような計画を立てられ

ているのか、そちらのほうの事業の計画をまずお伺いさせていただきたいと思います。 

○議長（塚田秀知君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（稲澤正広君） 先ほどのまち・ひと・しごと総合戦略の中の町のほうの計

画ですけれども、それと県の補助事業とあわせて、検討していきたいというような話をしま

したが、内容については、まだ補助事業についても、県のほうといろいろ話をしていかなけ

ればならない問題もありますし、先ほど言いました子ども食堂、どのように進んでいくのか

ということもありますので、これから推移を見ながら内部での検討、あるいは子育て会議で

の意見というようなものも踏まえて計画していきたいというふうに思います。 

○議長（塚田秀知君） ６番、益子明美さん。 

〔６番 益子明美君登壇〕 
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○６番（益子明美君） 総合戦略に載っているんですから、ある程度の計画というのは町であ

って当然かなというふうに思って質問させていただいているわけなんですが、なかなかそこ

が県の補助事業の実態に合うものに進めていくのか、町として独自に路線を決めて町単でや

っていくのか、いずれにしても県の事業としての補助は１年限りということなので、その後

は町が主体となって財政負担をしていかなくてはいけないところもあります。しかし、ネグ

レクト傾向にある家庭やひとり親家庭、生活困窮家庭の方たちの家族も含め、子供たちの本

当に健全な育成を目指す上ではなくてはならない居場所づくりということになるんですよ。

ですから、町としてきっちり早急にどういう形を取り組んでいくのか計画を立てていただき

たいというふうに思うんですが、ちなみに町長はどういうふうにお考えになりますか。 

○議長（塚田秀知君） 町長。 

○町長（福島泰夫君） 町長はどう考えるか、常々申し上げているように、課長の答弁と同じ

ですということでございますが、子供の健全育成のために本当になくてはならない、この町

内にも対象の子供が大勢いる、早急に立てていかなければならない、このように考えており

ます。 

  ただ、町の総合戦略と県の補助事業、補助事業でいただけるものはできればいただきたい

と思っておりますが、１年限りということもありますので、まずは担当の中でその辺の整合

性、どちらがいいか、あわせたほうがいいか、それを検討させていただきたい、このように

考えております。 

○議長（塚田秀知君） ６番、益子明美さん。 

〔６番 益子明美君登壇〕 

○６番（益子明美君） たびたび議会の質問の中でも、生活困窮家庭、子供の貧困対策、児童

虐待についてもいろいろと質問をさせていただいてきた経緯がありますし、それは私だけで

はないので、そういったさまざまなことに対しての対策というのは、町の中で当然とられて

いると思いますが、なかなかそれだけでは対応しきれないところというのはたくさんあると

思います。 

  町、行政だけでなく、地域の担い手の方々が地域の中でしっかり見守りサポートしていく

ということもあわせて大事な役割の一つだと思います。そういった意味で、担い手の育成と

いうのも県では掲げておりますし、担い手の本当に大変な事業ですので、普通のボランティ

アという形ではなかなか困難なところがあります。その担い手というのを育てていかなくて

はならないというところがありますが、町としてはその担い手育成に関しては取り組んでい
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くという方向を示されていますが、具体的にどういった取り組みを考えられるのか、もしお

考えがあるのでしたらお伺いしたいと思います。 

○議長（塚田秀知君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（稲澤正広君） 担い手につきましては、県が考えている補助事業について

は、高い専門性を有し、経営の安定したＮＰＯ法人等に委託するというようなことが現実的

かなというふうに思っているわけですけれども、これから県の担い手の育成事業が始まりま

して、今、県のほうでＮＰＯ法人等の委託先を募集をかけているところですけれども、７月

から実施したいということで県のほうでは考えているようです。ですから、その中でコーデ

ィネーターを配置して研修会や事例検討会、あるいはネットワーク会議等を考えていくとい

うことでありますので、そちらのほうの研修会や事例検討会等に出席できるような人材、あ

るいは団体を発掘して、今後参加していただきたいというふうに考えております。 

○議長（塚田秀知君） ６番、益子明美さん。 

〔６番 益子明美君登壇〕 

○６番（益子明美君） 県がコーディネーターを配置して研修会とか事例研究会、ネットワー

クを構築するというところに町も積極的に人材を送り込むということでありますので、ぜひ

そうしていただければと思いますが、先ほど課長の答弁にありました子ども食堂が近々始ま

るということで、これは現在行われている学習支援の子供たちに対して子ども食堂という形

で食事を提供するということが始まるというふうに私も聞いています。こういう方たちも本

当に意欲のある方たちをさらに一歩進んだＮＰＯを立ち上げたり、さらにこういった事業を

担っていける人材となっていただけるように、ぜひ研修会のほうへ勧めていただけたらと思

いますが、そのほかにもこういった事業に関して興味を持ったり、ぜひ担い手として勉強し

ていきたいという一般の方というのが数多くいらっしゃるとも思います。そういった方たち

への研修、人材発掘については、どのような手法をとられるのかお伺いします。 

○議長（塚田秀知君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（稲澤正広君） 一般の方については、７月から県のほうで始まります担い

手育成事業の中の研修会等、一般の方が参加できる内容なのかどうか、ちょっと内容につい

ては、まだはっきり示されておりませんので、ちょっと研究してみなくてはわからないんで

すけれども、そういったようなものが一般の方でも参加できるということであれば、広報や

ケーブルテレビ等を通じて募集をして参加していただきたいというふうに思っております。 

○議長（塚田秀知君） ６番、益子明美さん。 
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〔６番 益子明美君登壇〕 

○６番（益子明美君） この子どもの居場所づくりサポート事業という事業、町としても早急

にきちんと体系立てて進めていただくべく取り組んでいただきたいと思います。ひとり親家

庭等のさまざまな困難を抱える子供たちを地域で見守るという拠点としてのあり方をきちん

と明確にして、そこに行政もしっかりかかわっていくということを言い続けていただければ

と思います。 

  要望して１つ目の質問は終わりたいと思います。 

  ２番目の質問に移ります。 

  馬頭処分場問題について伺います。 

  町長は、午前中の石川議員の質問で、２期目の出馬についての意向を述べられておりまし

たが、その中で処分場に関することは地域振興に触れられていただけで、安全対策等につい

ては述べられていませんでした。このような重大な問題に対して、安心で安全な処分場設置

について本当に触れなくてよかったのでしょうか。もし２期目も就任されることになります

と、この処分場の問題に関しましては、県と環境保全協定を締結される重要で重大な役割と

責任を負う立場となられるわけでありますが、その覚悟はありますか。処分場問題は町の将

来を左右させる重大な課題であります。町民の安全で安心して暮らしていかれる生活を守れ

るかどうかは町長の重大な責務であります。町長が述べられました情熱と高い目標をぜひ処

分場の安全対策にも充てていただきたい。町長のお考えを真っすぐに町民に届くように誠実

にお答えしていただけることを期待して質問します。 

  １つ目として、県では６月21日に開札が予定されており、７月中旬には事業者が決定、公

表され、８月には県と事業者において基本協定が締結される予定であります。基本協定の内

容は町に示されているのかお伺いします。 

  基本協定は県と事業者で結ばれる予定ですが、町が入らなくても本当によいと考えている

のか伺います。 

  基本協定書の中では、環境保全協定についてはどのように位置づけされ、示されるのかお

伺いします。 

  環境保全協定の内容の協議は、平成29年度中に済ませたいと28年12月定例会での佐藤信

親議員の一般質問に答弁されておりましたが、現段階での内容はどのようになっているのか

お示しいただきたいと思います。 

  環境保全協定での放射性廃棄物の受け入れ基準値はいまだに明確にされておりませんが、
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環境保全協定の協議は目の前に迫っています。町の考え方をぜひお示しいただきたいと思い

ます。 

  ＰＦＩ事業について、また環境保全協定に対する町の考え方や県の考え方、基本協定の内

容についてなど、今まで一度も議会に示されることなく現在まで来てしまいました。先ごろ

正式に議長名をもって文書で申し入れをさせていただいたと聞いておりますが、これはいつ

実現される見込みなのかお伺いいたします。 

  以上、１回目の質問とします。 

○議長（塚田秀知君） 町長。 

〔町長 福島泰夫君登壇〕 

○町長（福島泰夫君） 益子議員の馬頭処分場問題についてのご質問にお答えをいたします。 

  まず１点目、基本協定の内容の町への提示についてですが、馬頭最終処分場整備運営事業

による基本協定としてお答えをいたします。 

  この基本協定書案は、栃木県が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関す

る法律、いわゆるＰＦＩ法により、馬頭最終処分場整備運営事業にかかわる民間事業者の募

集及び選定を総合評価一般競争入札を実施するに当たり、平成28年10月13日、関係資料の

一つとして県のホームページで公表されております。町には同じ資料が提示されております。 

  次に、２点目、県と事業者による基本協定締結への町のかかわりについてですが、この基

本協定書は県の入札に参加し、落札した事業者との間で事業契約書の締結に向けて取り交わ

すもので、県が行うＰＦＩ事業の実施にかかわる手続の一つでありますので、町が入ること

はありません。 

  次に、３点目、基本協定書の中での環境保全協定とのかかわりについてですが、この基本

協定書においては、県と落札者との間で事業契約書の締結に向けて必要とされる事項を規定

するもので、環境保全協定に規定する内容とは異なるものであります。 

  次に、４点目、環境保全協定の内容協議についてですが、環境保全協定の内容につきまし

ては、処分場にかかわる基本的事項など、県と町とで検討、協議を行い、今後協定案に向け

ての取りまとめを行う予定です。 

  次に、５点目、環境保全協定での放射性廃棄物の受け入れ基準値についてですが、これま

での一般質問でもお答えしてまいりましたとおり、受け入れる廃棄物の放射能濃度は県と協

議する環境保全協定の中で検討したいと考えております。 

  ６点目の質問については、担当課長に答弁させますのでよろしくお願いいたします。 
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○議長（塚田秀知君） 生活環境課長。 

○生活環境課長（大武 勝君） ご質問の６点目、ＰＦＩ事業等に関する町・県の考え方につ

いての協議の申し入れということでございますが、本件のＰＦＩ事業に関する勉強会の開催

につきましては、現在実施方法、日程について調整中でございます。準備が整いましたらお

知らせをしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（塚田秀知君） ６番、益子明美さん。 

〔６番 益子明美君登壇〕 

○６番（益子明美君） 再質問させていただきます。 

  町長は２期目出馬に向けて、午前中にさまざまな振り返りと今後の課題ということで述べ

られたわけなんですが、処分場に関しては本当に安全であるのか、安心で本当に任せられる

処分場を県がつくっていくということを町としてきちんと見守れるのかということを聞いて

いるわけなんですけれども、それは全然石川議員の質問の中ではお答えになられませんでし

た、地域振興のことは触れられていましたけれども。でも、町民にとって処分場問題で一番

大切なことは安心して生活していけるか、風評被害がないのか、本当に健康への被害がない

のか、処分場というのは本当に那珂川町にとっていいものなのか、どうなのかということな

んですよ。その辺をきちんと県と協議できる、県に物を申すことができないと県の言うなり

というような形にはなってきてしまうわけですよ。 

  実際、基本協定は県と事業者の事業契約前のさまざまな取り交わしのものでありますが、

例えば笠間の処分場ご存じですよね、馬頭処分場がモデルとしている笠間市につくられてい

る茨城県の処分場ですが、これに関してはきちんと茨城県と笠間市、そして事業団が財団法

人茨城県環境保全事業団、この３者が基本協定を結んでいます。なぜ基本協定を結ぶのかと

いうのは、その趣旨に見事に描かれているんですよ。３者がなぜ基本協定を結ぶのか、それ

は地域住民の安全及び地域環境への保全を最優先にするという意味ですよ。それを町として

は事業者と結ばなくていいのだろうかと、そういうことをお聞きしているわけなんです。 

  町は平成20年に確かに県と基本協定を結びましたよ。でも、平成20年ですよ。もう何年

前ですか。この処分場ができるのは、稼働開始が35年ということになっておりますので、そ

の間15年もたってしまうわけですよ。県営といっていた県が主体となって整備計画して事業

実施をするとしていたものがＰＦＩによって事業者がＳＰＣとなって運営していくわけです

よ。そうするともうどんどん変わってきているわけですよ。本当に安全で安心な地域づくり
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として、この処分場がそれに見合ったものかというのは、もう根底がなし崩しにされている

といっても過言ではないというふうに思います。 

  そういった意味でも、この基本協定、３者間のですよ、県と事業者と町の本当に地域住民

の安全及び地域環境の保全を目指したその趣旨にのっとった協定というのが結ばれるべきで

あると思いますが、町長はいかがお考えになりますか、伺います。 

○議長（塚田秀知君） 生活環境課長。 

○６番（益子明美君） 町長にお聞きしました。 

○議長（塚田秀知君） 町長。 

○町長（福島泰夫君） 課長が答弁申し上げることは私の答弁とお考えいただきたい。 

○議長（塚田秀知君） 生活環境課長。 

○生活環境課長（大武 勝君） それでは、ただいま益子明美議員のご質問にお答えします。 

  エコフロンティアかさまにおきましては、茨城県知事、それと財団法人茨城県環境保全事

業団、それと笠間市というその３者に…… 

○６番（益子明美君） もう少しはっきり答弁していただけますか。 

○生活環境課長（大武 勝君） 失礼しました。 

  エコフロンティアかさまにおきましては、茨城県知事、それと財団法人茨城県環境保全事

業団、それと笠間市との３者によります基本協定を結んでございます。県の財団法人に対す

る責務としましては、指導、助言、その他必要な支援を行うものとしており、県と財団法人

は一体的なものであり、県と財団法人及び市の３者協定となったものです。 

  この笠間処分場の経営業者については、基本協定の当事者となっておりません。それを踏

まえて、県、町、ＳＰＣとの３者協定につきましてでございますが、馬頭処分場はＰＦＩ事

業発注者が県であり、本事業に関する基本協定や契約の締結については、県と県の委託を受

ける特別目的会社であるＳＰＣで取り交わすことになっております。このため、町がＳＰＣ

と協定を結ぶことはないということでございます。 

  以上です。 

○議長（塚田秀知君） ６番、益子明美さん。 

〔６番 益子明美君登壇〕 

○６番（益子明美君） 町長は午前中に次期町長選への出馬を表明しているわけですよ。です

から、この馬頭処分場に関しては、自分のお考えを自分の言葉でお答えになるのが町民に対

する真摯な対応というふうに思ってお伺いしたのに、課長の考えは町長の考えというような
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答弁ではお聞きになった町民の方は本当に残念に思うと思いますよ。町長の考え方が課長に

浸透するわけですから、ここで町長がお答えになってしかるべきだし、私は町長にお伺いし

たつもりなんです。それなのにそういう答弁の仕方はどうなのかなというふうに本当に残念

で仕方がありません。 

  基本協定についてお伺いしているわけですが、今回７月に行う基本協定というのは、事業

者が県と契約についてのその前段での協定だというのは認識しております、私も。そうでは

なくて、新たに、20年に町と県が交わした基本協定書、これをもとにもっときちんとした協

定書を交わすべきではないのかということをいっているわけです。その趣旨の第一はやはり

安全ですよ、安全の確保が最優先ということですよ。それをないがしろにしたまま結ばれて

いる基本協定、そして環境保全協定であるからいいでしょということではないと思います。 

  笠間に関しては、県と市と財団事業者が対等な立場に立って地域住民の安全及び地域環境

の保全を最優先に確保していくために相互に連携していくんですよと、その上の立場に立っ

た文言をきちんと決めて３者協定をしているわけですよ。そういったものというのは、基本

的な姿勢として大事なものじゃないでしょうか。 

  県に町が処分場を要請したという立場から、これはこういうものをきちんと結び直してく

ださい、そういった考え方をどこでお示しいただけるんですかということぐらいは容易に聞

けるわけですよ。そういったことは全くやってこなかったんでしょうか、お伺いします。 

○議長（塚田秀知君） 生活環境課長。 

○生活環境課長（大武 勝君） 環境保全協定につきましては、町は最初に基本協定書、これ

につきましては平成20年に県と町とで結ばれたものでございますが、その中身については、

その他処分場に関し必要な事項については、別途協議し協定を締結するという形で進んで中

身に記載されてございます。県と町については、以前から環境保全協定の中身につきまして

は、今回ＰＦＩという事業が始まりましたが、その中でＳＰＣという管理運営の会社が、特

別目的会社が今後進めていくわけなんですが、その事業内容につきましては、前回の一般質

問の中でお答えしてきましたように、まだその中身については決定されていないというとこ

ろがございまして、ただ、県とは今後中身について精査していくというような形になってご

ざいます。町の要望等、その課内等において、十分協議しながら県と話をしていきたいと思

っております。 

  以上です。 

○議長（塚田秀知君） ６番、益子明美さん。 
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〔６番 益子明美君登壇〕 

○６番（益子明美君） 県と協議という時間がもう相当数あるわけですよ。 

  先日、課長にこの馬頭最終処分場に関する基本協定書、正式な文書を見たことあるんです

かとお伺いしたら、いや、見たことないですと。総務課の金庫に大事にしまってありますと

おっしゃっていましたよね。協定書、課長になったんですから、その基本協定書の原本をき

ちんと確認する、そしてそれをしっかり内容をのみ込んで県とやりとりをするという、本当

に基本のところに立っていただきたかったわけですが、その後、基本協定書は確認されまし

たか。 

○議長（塚田秀知君） 生活環境課長。 

○生活環境課長（大武 勝君） 基本協定書は、今手元にございます。 

  以上です。 

○議長（塚田秀知君） ６番、益子明美さん。 

〔６番 益子明美君登壇〕 

○６番（益子明美君） これは、県と町との基本協定書ですよね、５項目ありました。文書に

関しては、栃木県知事と当時の町長でありました川崎和郎氏と結ばれておりますが、きちん

とした公文書というんですか、印鑑がつかれたものは私たち議員としても誰一人と思います

が、見たことがないんですよ。笠間の基本協定書はしっかり公文書としたものが誰でも見ら

れるような形になっている、それだけ明確に情報開示をしているわけですよ。少なくとも、

この馬頭処分場に関してはそういうことすら行われていない、そういうことから本当に町民

は不安に思いますし、本当に馬頭処分場に何が入ってきてしまうのかという、こんな大事な

ことが起きて、福一の事故発生以来、放射性廃棄物が入ってくるかもしれないという事態に

陥っているわけですから、その基本である安全性の確保が大優先とされた基本協定書という

のは３者間で必ず締結されるべきというふうに思います。それに関して、少しでも県と協議

されるのかされないのか、はっきりお答えしていただきたいと思います。 

○議長（塚田秀知君） 生活環境課長。 

○生活環境課長（大武 勝君） ＳＰＣと環境保全協定のかかわりでございますが、県とＳＰ

Ｃで結ぶ基本協定、その４条の中に、事業者は県と那珂川町とが締結する環境保全協定等を

遵守して、本事業を遂行するものとうたってございます。よって、安全性については、その

保全協定の中で確保したいと思っておりますが、またその内容については、ＳＰＣのほうか

らの提案がございますので、これから一緒に協議をしていくという形になるかと思います。 
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  以上です。 

○議長（塚田秀知君） ６番、益子明美さん。 

〔６番 益子明美君登壇〕 

○６番（益子明美君） それでは、３者による新たな基本協定というのは、検討すらしないと

いうお答えでよろしいんですか、確認です。 

○議長（塚田秀知君） 生活環境課長。 

○生活環境課長（大武 勝君） 先ほど申し上げましたが、ＳＰＣの立場につきましては、県

と請負業者というような形になります。ですので、その契約上の中に町が入ることはないと

いうお答えを先ほどさせていただきました。 

  以上です。 

○議長（塚田秀知君） ６番、益子明美さん。 

〔６番 益子明美君登壇〕 

○６番（益子明美君） 非常に残念なお答えですよ。一番の処分場の安全性の確保、地域住民

の安全及び地域環境の保全という大優先の命題がきちんとどこで担保されるのかというのは、

３者協定の基本協定の場であるというふうに私は思います。その基本協定の中で、さらに細

かい環境保全協定というのが結ばれるまで、詳細についてはそちらを遵守するという形をと

られるのが普通ではないかというふうに思います。検討すらしないという町の態度は本当に

安全で安心な処分場の建設に向かうのかというのは甚だ疑問であります。 

  それについては、基本協定は行わないという立場ですので、これ以上議論しても進まない

ので、違う質問に移らさせていただきますが、環境保全協定はこれから結ばれていくわけで

すが、その中で、県とさまざまな協定を協議していくと思いますけれども、県と事業者との

リスク分担というものが示されていますが、物すごくそのリスク分担というのは曖昧ですよ

ね。例えば、住民対応リスクなどに関しましては、何を住民対応リスクとして考えるのかわ

かりませんけれども、事業の実施そのものに対するものは県、選定事業所の実施する業務に

起因するものは事業者というふうに分かれていたりします。しかし、どこを見てもそのリス

ク分担の中に、この基本協定でお願いしている風評被害に対するリスク分担というのは示さ

れていません。もしこの中に風評被害に対するリスク分担というのが示されているとしたら、

どの部分に当たるのかお伺いいたします。 

○議長（塚田秀知君） 答弁願います。 

  町長。 
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○町長（福島泰夫君） 益子議員の県とＳＰＣとのリスク分担ではなくて、私からは県と町で

結びました基本協定の中に、万一風評被害を含む被害が生じた際は、県は責任を持って補償

する、町としての立場は全て相手方は県という認識で当たりたい、このように思っておりま

す。 

○議長（塚田秀知君） ６番、益子明美さん。 

〔６番 益子明美君登壇〕 

○６番（益子明美君） じゃ、仮に、風評被害等のリスクが生じた場合は全て町としては県に

リスクを負わせるという認識でよろしいんですね。 

○議長（塚田秀知君） 町長。 

○町長（福島泰夫君） はい、おっしゃるとおりでございます。 

○議長（塚田秀知君） ６番、益子明美さん。 

〔６番 益子明美君登壇〕 

○６番（益子明美君） そうしますと、それは環境保全協定の中で明記されるものというふう

に考えますけれども、その中で、無過失責任、損害の発生において、加害者の過失の有無に

かかわらず損害賠償責任を負わせる、要するに風評被害、処分場ができるということによっ

て、風評被害って必ず起きるんですよ。そうすると、農作物が今まで売れていたものが売れ

なくなる、それについては、損害の発生において加害者の過失の有無ってなかなか立証でき

ないものですよ。そういったものに関しても、きちんと損害賠償責任を負わせるというふう

に県に言わせるということで理解してよろしいんですか。 

○議長（塚田秀知君） 町長。 

○町長（福島泰夫君） ただいま益子議員がおっしゃる処分場があることによって生まれる風

評被害、これは全くないとは言い切れないと思います。ただし、農産物等におきましては、

価格の下落とかそういう数字的な根拠をもって風評被害である、このように申し述べなけれ

ば風評被害の認定というのは難しい、このように考えております。 

○議長（塚田秀知君） ６番、益子明美さん。 

〔６番 益子明美君登壇〕 

○６番（益子明美君） 私は無過失責任のことについて言っているんですよ。無過失責任、要

するに損害の発生において、加害者の過失の有無にかかわらず、損害賠償責任を負わせるこ

とができるという無過失責任の担保を県ととるんですかというふうに言っています。それを

風評被害に充てるのかというふうに、この環境保全協定の中でしっかり風評被害のリスクに
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関しては、その無過失責任をきちんと担保として県にとるというふうに理解してよろしいの

ですか。 

○議長（塚田秀知君） 町長。 

○町長（福島泰夫君） そのような方向で県と協議をしてまいりたい、このように考えており

ます。 

○議長（塚田秀知君） ６番、益子明美さん。 

〔６番 益子明美君登壇〕 

○６番（益子明美君） そうしますと、仮に、いや、県はそんな風評被害なんて処分場ができ

てから起きていないよというような、じゃ、その立証をしてくださいということにかかわら

ず、作物の価格の下落とかを、塩谷町においては指定廃棄物の処分場ができる可能性がある

というふうに候補地になった途端に、市場での売買価格が下落しているというそういう事態

があるわけですよ。そういう事態に対しても、きちんと損害賠償責任を県に負わせるという

ふうに理解してよろしいんですね。 

○議長（塚田秀知君） 町長。 

○町長（福島泰夫君） ただいま議員おっしゃいましたように、できるというそういう話だけ

で、いわゆる下落、これを立証してやっぱり風評被害の損害賠償、このように考えておりま

す。 

○議長（塚田秀知君） ６番、益子明美さん。 

〔６番 益子明美君登壇〕 

○６番（益子明美君） ですから、立証をしないことが前提なんですよ、無過失責任というの

は。立証することを前提にしていたら、無過失責任とはいわないんです。立証するのが大変

だから本当に損害賠償どうしようとなるときに、被害者となる町の住民の人にとって優位な

立場で物事を進めていかなければならない環境保全協定なんですよ。ですから、立証する責

任がなくても、きちんとその事実が過失の有無にかかわらず、その事実が発生した時点にお

いて損害賠償を負えるという無過失責任を担保としてつけるのかというふうに聞いているん

ですが、そういうふうな理解でよろしいですか。 

○議長（塚田秀知君） 町長。 

○町長（福島泰夫君） 立証というのは、とにかく下落したこの事実、これはやはり事実とし

て伝えなければいけない、このように思っております。 

  下落していないのにここに処分場があるから風評被害だ、それだけでは説得力に欠ける、
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いわゆる下落したこの事実、これは把握して県のほうに申し上げなければいけない、このよ

うに考えております。 

○議長（塚田秀知君） ６番、益子明美さん。 

〔６番 益子明美君登壇〕 

○６番（益子明美君） 私の認識と町長の認識は大分ずれておりますよね。私も町長も町民の

立場に立って質問しているし、答弁されていると思います。町民の被害、健康被害、それか

らそういった収入に対する被害、そういった風評被害に対しても、基本協定にきちんと述べ

ているわけですよ。万が一、風評被害を含む被害が生じた際は、県は責任を持って補償する

と述べているんですから、この無過失責任という文言をつけるかどうかということについて、

はっきりお答えいただきたいと思います。 

○議長（塚田秀知君） 町長。 

○町長（福島泰夫君） 全ての仮定、たらればのもとに答弁はできないと考えておりますが、

民法上の不法行為、責任とは異なり、立証責任の分配の議論は議論には当たらない、このよ

うに考えております。 

  仮に、県に具体的な過失がなくても、風評被害については県が責任を持つ、このような認

識をいたしております。 

○議長（塚田秀知君） ６番、益子明美さん。 

〔６番 益子明美君登壇〕 

○６番（益子明美君） うまく逃げているとしか言いようがない答弁ですよね、本当にね。だ

から、それが無責任だというふうになっちゃうわけですよ。町長は次の町長選にも出馬され

て、次の重大な環境保全協定の協定として責任を負う立場になるやもしれないんですよ。そ

ういった方が現時点において、明確な答弁がこの大きな問題である馬頭処分場に関する基本

協定や環境保全協定に対する明確な答弁ができないというのは、本当に残念なこととしか言

いようがないですよね。本当に町民は風評被害に対する心配や健康被害に対する心配をして

いるわけです。それを明確に町長は町民の立場なんですから、県に物を申せるはずなんです

よ。そういった立場で、県の立場ではなくて町の立場で物事を言うわけですから、そこはは

っきり言えるはずですし、無過失責任というものを文言として加えていくべきだというふう

に私は言わせていただきたいと思います。何度言っても同じような議論になってしまうんで

しょうが、町長のその不確かな発言、この処分場に関する考え方というのは、ここで本当に

明らかになっていくというふうに考えますので、もう少し文言には丁寧に、そして誠意を持
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ってお答えしていただければと思います。 

  それとともに、環境保全協定の中には重大な問題である受け入れ廃棄物の基準値というも

のがあります。その考え方もずっと同じ答弁なんですよ。本当に残念でなりませんけれども、

ここではっきりとした明言はできないという言い方しかしていません。ですが、前回の町長

の考え方では、自分の中にはいろいろ勉強して１つの考え方があるみたいなことを言われて

いたんじゃないかなというふうに思います、考え方としてですよ。幾つにするというふうに

は言えなくても、考え方として町民に寄り添った安全対策を万全にしていくための基準値と

いうものの考え方を示されればいいと思うんですが、そのことに対してもう少し丁寧にご説

明をお願いしたいと思います。 

○議長（塚田秀知君） 町長。 

○町長（福島泰夫君） この数字の件につきましては、今ここで数字を申し上げればひとり歩

きする、それは皆さんもご承知かと思います。その中で、これから検討、協議をいたします

環境保全協定の中でしっかりと議論をし、私の考えも述べさせていただきたい、このように

考えております。 

○議長（塚田秀知君） ６番、益子明美さん。 

〔６番 益子明美君登壇〕 

○６番（益子明美君） 最後までそういうような答弁なんですよね。これが、仮にどなたか町

長選でも立候補してその点が争点にでもなればはっきりとした明確なお答えを持って臨まれ

るのかなというふうに思いますけれども、ここでは示されないということ。でも、ここはち

ゃんとした議論の場であるし、私たちの町民代表の議員の質問に真摯に答えることが、町民

への本当の町長への真摯な姿勢を見せるチャンスでありますので、そういうお答えは本当に

残念でなりません。そのさまざまな基本協定、環境保全協定もこれからというところであり

ますが、無過失責任に関しては、必ず最大限環境保全協定の中で風評被害対策として担保を

していただきたい、それともう一つ、瑕疵担保責任に関しては、リスク分担の中で、施設の

瑕疵リスクもこれも事業者と県とに分かれています。風評被害に関しては１つ県の責任とい

うことで明確にしておりますけれども、施設の瑕疵担保責任は多分、県はとるんでしょうけ

れども、その瑕疵担保責任以外にも健康被害に当たるような事態にならないために、町とし

てはどのような担保をとって、その環境保全協定の中で取り決めしていきたいというふうに

考えているのかお伺いします。 

○議長（塚田秀知君） 生活環境課長。 
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○生活環境課長（大武 勝君） 今回の環境保全協定につきましては、そういった中身につい

てまだ協議がされていないのが現状でございます。益子議員からのそういった意見があった

場合についてのものについては、意見として県のほうとこういった取り入れについて検討し

てまいりたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（塚田秀知君） ６番、益子明美さん。 

〔６番 益子明美君登壇〕 

○６番（益子明美君） 県と協議をしていないというのは、ちょっと考えられないんですよ。

もうずっとこの質問をしてきていますし、ずっと県との、課長は新しく課長になられたので

引き継ぎされていないといわれればそれまでなのかもしれませんけれども、前室長はいろん

なところに環境保全協定についての取り決めの仕方を実施視察に行っているわけですよ。新

しい課長として就任して環境保全協定について協議していく一番の責任者の立場となられる

大武課長に関しては、この環境保全に対する協定の取り組みに対してのお考えを最後に聞い

て質問を終わりたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（塚田秀知君） 生活環境課長。 

○生活環境課長（大武 勝君） 私の考えという形でございますが、環境保全協定については、

これからつくるわけなんですが、先進事例の項目、内容を参考にしながら、実は今月から

県・町において作業に着手する予定でございます。年度末を目途として協定書案の大綱とし

て取りまとめも考えてございます。ここについては、内容についてはでき上がるというか、

皆さんにお示しできるような時期がきましたらば、お示しをしていきたいと思っております。 

  環境保全協定の内容については、先ほども申し上げましたが、県と協議の中で何が必要か、

さらにもっと必要なのかどうかは、内部のほうと協議しながら今後進めていきたいと思って

おります。 

  以上です。 

○６番（益子明美君） 終わります。 

○議長（塚田秀知君） ６番、益子明美さんの質問が終わりました。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 
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○議長（塚田秀知君） 以上で、本日の協議日程は全て終了しました。 

  本日はこれにて散会といたします。 

  ご起立願います。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ２時２０分 


